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略 語 表 
 

略語 英/西語 日本語 

ADN Ayuntaminto del Distrito Nacional サントドミンゴ特別区 

CCN-GIRESOL Comité Coordinador Nacional para la 

gestión integral de los residuos sólidos 

固形廃棄物の統合的管理のための国家

調整委員会 

DM Distrito Municipio 市の領域内にある地方自治体 

ECORED Red Nacional de Apoyo Empresarial a 

la Proteccion Ambiental 

環境保護のための企業団体（ネットワ

ーク） 

FEDOMU Federacion Dominicana de Municipio ドミニカ地方自治体連合 

IDB Inter-American Development Bank 米州開発銀行 

ISWM Integrated Solid Waste Management 統合的廃棄物管理 

JCC Joint Coordination Committee プロジェクト合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

LMD Liga Municipal Dominicana ドミニカ地方自治体連盟 

MARENA 
Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

環境天然資源省 

 

MEPyD Ministerio de Economia, Planificacion 

y Desarrollo 

経済計画開発省 

MGSD Mancomunidad del Gran Santo 

Domingo 

サントドミンゴ首都圏地方自治体連合

SWM Solid Waste Management 廃棄物管理 

UGAM Unidad Gestion Ambiental Municipal 地方自治体環境管理ユニット 

UMPE Unidad Municipal de Programas 

Especiales 

地方自治体特別プログラムユニット 

 



 

 

事業事前評価表 
 

国際協力機構 地球環境部 環境管理第二課 

１．案件名 

国 名：ドミニカ共和国 

案件名：和名 全国廃棄物管理制度・能力強化プロジェクト 

英名 Project for Institutional Capacity Development on Nation-wide Solid 

Waste Management in Dominican Republic 

２．事業の背景と必要性 

（1）当該国における廃棄物管理セクターの現状と課題 

中米・カリブ地域の各国では、近年の経済発展に伴い、適正な廃棄物管理、廃棄物の減

量を推進してきている。こうした状況下、JICAは中米・カリブ地域において廃棄物分野の

協力を数多く実施してきた。またこれらの協力は、現場レベルでの課題解決に向け大きな

成果を上げてきた。一定程度発展をしている中米・カリブ地域に対して、より戦略的な協

力を行っていくことが求められている。 

ドミニカ共和国は、2003年から順調な経済発展を遂げており、2005年にはGDPが前年度

比約1.5倍（2004年：2,550米ドル/人、2005年：3,740米ドル/人）と上昇、その後もGDPは順

調に上昇し2010年のGDPは約5,200米ドル/人となっている。こうした経済成長の一方で、

排出される廃棄物の量も劇的に増加し、サントドミンゴ特別区では2004年の最終処分量が

約1,200トン/日であったのが、2010年には約2,100トン/日と2倍近く増加している。 

農村から都市への急激な人口流入が続き、都市部における衛生環境の悪化（水質汚染、

廃棄物処理など）が深刻化していることから、特に、サントドミンゴ首都圏やサンティア

ゴなどの主要都市には、環境改善への対策を早期に講じることが求められている。また中

小規模の地方都市では財源に窮しており、主要都市のようには廃棄物管理行政に投入がさ

れず、衛生埋立処分場の整備が追いついていない。多くの中小規模の地方自治体において、

町外れの荒廃地などにオープンダンピング1による不適切な最終処分が頻発し、公衆衛生上

の問題を引き起こし、その結果近隣の住民には健康・環境両面の影響を与えている。 

こうした状況下、当該分野の所管官庁である環境天然資源省（Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales：MARENA）は「廃棄物に係る一般法案」の作成を行ってい

る。同法案では、廃棄物管理に係る関係者の権利義務を明確にし、環境天然資源省を廃棄

物管理の国家政策、管理基準、目標設定を行う責任官庁とし、地方自治体は管轄区域内の

廃棄物管理事業を運営する責務を負うと定義している。しかし、現状では法の施行に向け

た関連法令（省令や規則）の検討はまだ開始されておらず、環境天然資源省が全国の地方

自治体に対して指導・支援を展開するためには、制度面、人材面、技術面で不十分な状況

であり、組織の制度・能力強化が必要である。 

また環境天然資源省を中心として廃棄物管理にかかわる省庁、公的機関、NGOが意見交

換をするネットワーク「CCN-GIRESOL」（Comité Coordinador Nacional para la gestión integral

                                                        
1 「野積み」または「投棄」とも呼ばれ、浸出水処理や覆土を施さない最終処分。 

 



 

 

de los residuos sólidos：固形廃棄物の統合的管理のための国家調整委員会）が発足している

が、各組織の明確な役割分担は定まっておらず、関係機関との連携体制を強化する必要が

ある。 

地方自治体の廃棄物管理では、個別の地方自治体が分散的に廃棄物処理を行うよりも、

広域組合化してある程度集中的な管理を行い、拠点となる衛生埋立処分場で廃棄物を適正

に埋立処分する方が効率上望ましい。ドミニカ共和国では地方自治法の改正により、2008

年から「地方自治体連合」を結成して、複数の地方自治体が連携して公共サービスを行う

ことが認められ、現状では11の地方自治体連合がある。現在全国的に廃棄物管理関連で地

方自治体連合を結成しようという動きが複数あるなか、地方自治体連合の計画策定能力の

強化が必要となる。 

環境天然資源省は2010年より全国31の各県に支所を配置しているが、この県支所は複数

の地方自治体間の調整者としての役割を果たすことが期待される。しかし、現状では各県

支所当たりのスタッフ数は平均5名程度で、廃棄物管理の専門家が配置された支所は少な

く、能力の向上が必要である。このような背景から、全国的な廃棄物管理に係る制度の整

備と実施を担保するための体制強化、並びに全国展開の責任を有する環境天然資源省の能

力強化が喫緊の課題となっている。 

 

（2）当該国における廃棄物管理セクターと本プロジェクトの位置づけ 

ドミニカ共和国政府では2012～2030年の国家開発戦略において、「ごみ収集率の拡大と

持続可能な最終処分の確保」を挙げている。また、国家開発戦略を受けて2012～2016年の

環境天然資源省の戦略計画のなかで、「都市廃棄物の総合管理プログラムの開発」「最終処

分場の適正化」「3R（Reduce, Reuse and Recycle）の導入」の必要性を定めている。以上の

政策と、本プロジェクトは合致したものである。 

本プロジェクトの目的は、各地方自治体が統合的廃棄物管理計画を自らの力で策定し実

行できるようにするために、環境天然資源省の能力強化を行うことにあり、これはドミニ

カ共和国の推進する地方自治体の行政権限強化方針とも一致している。 

 

（3）廃棄物管理セクターに対するわが国及びJICAの援助方針と実績 

わが国の対ドミニカ共和国国別援助方針（2012年度）では、開発課題「都市環境改善」

において、人口集中の激しい都市部の廃棄物管理・下水処理など主要な環境衛生課題をソ

フト面、ハード面の双方から支援すると定めている。本プロジェクトは「ソフト面からの

支援」に合致する。JICAの対ドミニカ共和国事業展開計画（2012年度）においても、本事

業は援助重点分野「環境保全プログラム」の一環として位置づけられ、都市衛生環境の改

善に寄与することが期待される。 

ドミニカ共和国におけるJICAの廃棄物管理に係る協力は、首都サントドミンゴ特別区を

中心に展開されてきた。サントドミンゴ特別区には技術協力プロジェクト「サントドミン

ゴ特別区廃棄物総合管理能力強化プロジェクト」（2009～2012年終了）並びに開発調査「サ

ントドミンゴ特別区廃棄物総合管理計画調査」（2005～2007年終了）が実施された。 

 

 



 

 

（4）他の援助機関の対応 

ドミニカ共和国の廃棄物管理セクターに対する他ドナーの支援としては、欧州連合（EU）

が「SABAMARプロジェクト」により、サントドミンゴ特別区の貧困地区の廃棄物収集改

善支援を実施（2006年終了）、米州開発銀行（Inter-American Development Bank：IDB）がサ

ントドミンゴ首都圏の11の地方自治体の広域連携を推進する「廃棄物の広域処理に関する

マスタープラン調査」（2012年終了）を実施。そのほかにドイツ国際協力公社（GIZ）によ

る「GIRESOLネットワークプロジェクト」などがあったが、2013年7月時点ではすべて終

了している。本プロジェクトでは、これらのプロジェクトの成果もリソースとして活用す

る。 

 

３．事業概要 

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、ドミニカ共和国において、全国の統合的廃棄物管理の制度構築支援と、各地

方自治体の統合的廃棄物管理計画策定を環境天然資源省が指導・支援を行うことにより、

統合的廃棄物管理の中央政府と地方自治体の管理体制の構築を図り、もってドミニカ共和

国全国の廃棄物管理状況の改善に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名 

ドミニカ共和国、パイロットプロジェクトサイト（モデル自治体・地方自治体連合体を

プロジェクト実施中に選定）2 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

① 環境天然資源省環境管理部の廃棄物管理課・地方自治体環境管理課の職員（10名）

② 環境天然資源省の各県（31県）の支所職員 

③ 地方自治体の廃棄物管理に係るスタッフ 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2014年1月～2016年12月を予定（計36カ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

約3.4億円 

 

（6）相手国側実施機関 

環境天然資源省 

 

 

                                                        
2 モデル自治体・地方自治体連合体は、プロジェクト開始後に先方との協議を通じて選定する。選定の過程（選定基準の設定、

優先順位の付け方等）をプロジェクト活動を通じて支援する。プロジェクト開始後1年目以内を目途に、1または複数の都市

を選定する予定。 

 



 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

① 専門家派遣（80MM程度） 

チーフアドバイザー（廃棄物行政/政策・組織制度、キャパシティ・ディベロップメ

ント）、研修企画、住民参加型合意形成、法律アドバイザー/行政法務、GIS/データ

ベース管理、廃棄物管理財政、都市廃棄物管理 

② 現地活動費（国際ワークショップ開催費、招へい者旅費・日当を含む） 

③ 研修：国内研修、第三国/本邦研修 

④ 供与機材（車両等） 

 

2）ドミニカ共和国側 

① カウンターパート（環境天然資源省廃棄物管理課・地方自治体環境管理課の職員10

名） 

② オフィススペース、会議室（環境天然資源省内） 

③ プロジェクトの運営経費（電話、インターネット、電気・水道等） 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010

年4月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

 

2）ジェンダー平等推進/平和構築・貧困削減 

廃棄物の収集・運搬や最終処分場の改善に関しては、ウェストピッカー3やリサイクラ

ー等零細事業者の生業への影響に配慮する。また、家庭ごみの排出マナー向上といった

市民への啓発を通じ、女性による市民活動推進にも寄与する活動を行う。 

 

（9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

開発調査「サントドミンゴ特別区廃棄物総合管理計画調査」（2005～2006年）並びに

技術協力プロジェクト「サントドミンゴ特別区廃棄物総合管理能力強化プロジェクト」

（2009～2012年）で支援した、同区のマスタープラン、収集運搬計画の策定の経験や、

研修教材、車両メンテナンス技術マニュアルを、同区の人材を講師とすることも視野に

入れて本プロジェクトの研修に活用する。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

現在実施中の、廃棄物管理セクターにおける他ドナーの支援はないが、GIZによる過去

のプロジェクトのフォローアップがあるとの情報を得ており、引き続き注目する。 

                                                        
3 ごみから有価物を拾う人々のことを指す。 

 



 

 

４．協力の枠組み 

（1）協力概要 

1）上位目標4：ドミニカ共和国の全国の廃棄物管理状況が改善される。周辺国との統合的

廃棄物管理（Integrated Solid Waste Management：ISWM）システムに関する情報交換が

促進される。 

【指標】 

・ISWM計画を策定した地方自治体が、●5（数）団体できる。 

・●％の市役所で各1名以上が研修を受け、普及員となる。 

・広域処理が●カ所で実現する。 

・周辺国との情報共有が定期的に（年●回以上の頻度で）行われる。 

 

2）プロジェクト目標：ドミニカ共和国の統合的廃棄物管理（ISWM）の中央政府と地方

自治体の管理体制が環境天然資源省を通じて、構築される。 

【指標】 

・プロジェクト成果を踏まえて、環境天然資源省の廃棄物関連法規定が改訂される。

・中央政府から地方自治体にISWM計画作成の義務に関する通達が出される。 

・県支所をつうじて、要請に基づき必要に応じて、地方自治体に対するISWM計画作

成に関する支援ができるようになる。 

 

3）成果及び活動 

成果1. 環境天然資源省により、県支所、地方自治体、協力機関6の役割が整理される。

【指標】 

1-1. 協力機関の活動/役割を明確にし、重複を避けるためのインベントリー7が作成さ

れる。 

1-2. 現行の関連法・規則、環境天然資源省戦略計画、上記インベントリーとの関連を

踏まえた法制度分析報告書が作成される。 

1-3. 全国ISWMの管理体制の構築に向けた協力機関の役割分担に係る合意文書が作成

される。 

【活動】 

1-1. 廃棄物管理行政に係る、地方自治制度、地方財政制度の詳細と実態を把握する。

1-2. 廃棄物に係る一般法案の内容を精査し、施行のためのメカニズムを検討する。 

1-3. 全国規模のISWM体制に向けたフレームワークを作成する。 

a. 環境天然資源省本省、県支所、地方自治体の役割を明確化する。 

                                                        
4 成果4の「周辺国との経験の共有・意見交換」で周辺国からフィードバックを得ることでプロジェクト目標の「管理体制の構

築」を促すものと位置づけている。また上位目標には、成果4の活動をプロジェクト終了後も持続的に継続することで達成さ

れる状況として、「周辺国との情報交換の促進」を掲げている。 
5 成果1において現状分析の調査が終了した時点を目途に、プロジェクト目標の達成を確認するための具体的な指標の設定を行

う。 
6 CCN-GIRESOLのメンバーとサントドミンゴ特別区を本プロジェクトの「協力組織」と定め、プロジェクトに参画する。 
7 各組織の実績、データ等の資産を一覧化したものを指す。 

 



 

 

b. 協力機関の役割の整理と連携ルールを明確化する。 

c. ISWM体制を規定する手段（法制度、地方自治体単位の条例等）を検討する。

 

成果2. 環境天然資源省により、「自治体ISWM計画策定ガイドライン・マニュアル」の

案が作成される。 

【指標】 

2-1. 環境天然資源省（本省）による県支所及び自治体指導のためのトレーニング計画

が作成される。 

2-2. 全国31各県の支所で1名以上の職員が研修指導者研修（Training of Trainers：TOT）

を受ける。 

2-3. ガイドライン・マニュアル（案）集が作成される。 

【活動】 

2-1. 協力機関との連携の下、環境天然資源省（本省）による県支所及び地方自治体指

導のためのトレーニング計画を作成する。 

2-2. 2-1で作成したトレーニング計画を活用して、環境天然資源省本省・県支所職員

に対して研修指導者研修（ToT）を実施する。 

2-3. 環境天然資源省が、地方自治体支援ツールとして「自治体ISWM計画策定支援の

指針・ガイドライン・マニュアル案」を作成する。 

a. 指針は、国家レベルのISWMに関するものとする。 

b. ISWMに関する指針は、地方自治体の実情に即したものとする。 

c. ガイドラインの内容は、ISWMの活動に関するグッドプラクティス、効率性・有

効性に係る測定可能な指標を用いたISWMの評価、ISWMの計画を含む。 

d. マニュアルの内容は、運営の手続き（収集、運搬、処理、最終処分）を含む。

e. ガイドライン・マニュアル案には3R、廃棄物によるエネルギー回収をPPP

（Public-Private Partnership：官民連携）で実施する手法・手続きを含む。 

f. ガイドラインには、廃棄物管理のプロジェクトにおける、市民参加型アプロー

チ及び合意形成に関するものを含む。 

 

成果3. 環境天然資源省と協力機関との連携の下、モデル自治体・地方自治体連合体に

おいてパイロットプロジェクトを行いながら、地方自治体・地方自治体連合体

のISWM計画作成の支援がなされる。 

【指標】 

3-1. 選定基準に沿ってモデル自治体・地方自治体連合体が選定される。 

3-2. 各モデル自治体・地方自治体連合体の調査報告書が作成される。 

3-3. 活動3-3の研修実施報告書が作成される。パイロットプロジェクトサイトの自治

体・地方自治体連合の職員1名以上が研修を受ける。 

3-4. モデル自治体・地方自治体連合体によるISWM計画案が作成される。 

【活動】 

3-1. モデル自治体と地方自治体連合体を選定する。 

3-2. モデル自治体・地方自治体連合体のキャパシティ・アセスメント、ベースライン



 

 

調査。 

3-3. 研修を受けた環境天然資源省/県支所職員を実際の講師として、地方自治体向け

の廃棄物管理研修を実施する。 

3-4. モデル自治体・地方自治体連合体におけるISWM計画の案を作成する。 

a. 環境天然資源省－県支所－地方自治体 /地方自治体連合体のタテの情報ライ

ン・システムを設計する。 

b. 地方自治体の廃棄物管理料金徴収を強化する方策を検討し提案する。 

c. モデル自治体・地方自治体連合の廃棄物管理計画における、社会・民間セクタ

ー連携の下での、3R実施計画を検討する。 

d. モデル自治体/地方自治体連合体の必要に応じて、合意形成及び参加型ワークシ

ョップに関する活動を行う。 

3-5. ISWM計画案を試行的に実施し、実施結果を評価し、教訓と提言を抽出する。 

3-6. モデル自治体・地方自治体連合体のISWM計画を最終化する。 

 

成果4. 環境天然資源省と協力機関との連携の下、周辺国8と経験の共有と意見交換を通

じて、地方自治体（単独もしくは地方自治体連合体）のISWM計画を改善する。

【指標】 

4-1. 国際ワークショップが少なくとも年に1回開催される。 

4-2. 国際ワークショップ参加の周辺国からコメント・情報が得られる。 

4-3. 研修へのオブザーバー参加国からのコメント・情報が得られる。 

4-4. モデル自治体・地域のISWM計画（改訂版）が作成される。 

【活動】 

4-1. 活動2-2、3-3で行われる研修に、周辺国の中央政府関係者/地方自治体関係者を、

オブザーバー参加として招へいする。 

4-2. 活動2-3で作成する地方自治体支援ツール案を、周辺国に共有する。 

4-3. 活動3-4で作成するISWM計画案を、周辺国に共有する。 

4-4. 周辺国をモデル自治体に招へいし、国際ワークショップを開催し、環境天然資源

省の制度強化、地方自治体支援活動の進捗・成果について意見交換を行う。 

4-5. 周辺国との意見交換を参考にして、必要に応じてモデル自治体のISWM計画を改

善する。 

 

成果5. 環境天然資源省と協力機関との連携の下、施行令・施行規則（案）、自治体ISWM

計画策定ガイドライン・マニュアルが成案となる。 

【指標】 

5-1. 施行令・施行規則案が完成する。 

5-2. 全国総合廃棄物管理法の改正案が完成する。 

5-3. 「自治体ISWM計画策定ガイドライン・マニュアル」集が完成する。 

 

                                                        
8 国際ワークショップ招へい国は、プロジェクト開始後に決定する。 

 



 

 

【活動】 

5-1. 施行令・施行規則案の作成を支援する。 

5-2. 「廃棄物管理に係る一般法」の改正案の作成を支援する。 

5-3. 「自治体ISWM計画策定ガイドライン・マニュアル」を最終化する。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

中米・カリブ地域内での広域連携の展開： 

中米・カリブ地域の廃棄物管理分野の協力成果及び現状把握を目的として、2012年8月

から12月にかけて「中米・カリブ地域廃棄物管理分野基礎情報収集・確認調査」を実施

した。この調査で、国家レベルでの法制度、廃棄物管理計画の策定、地方自治体への波

及の体制整備の重要性、広域連携の拠点となる国を中心に個別プロジェクトの成果を中

米・カリブ諸国に広げていくことなどが提案された。ドミニカ共和国では、サントドミ

ンゴ特別区で協力の成果が実務に取り入れられ、かつ廃棄物管理分野の帰国研修員が全

国で行政職に携わりネットワークを形成している。このことからドミニカ共和国は、中

米カリブ地域の広域連携の端緒となる活動を行う土台を備えていると考えられる。 

本プロジェクトは、パイロットプロジェクトの実施プロセスを周辺国の関係者に公開

し、プロジェクトの成果の共有と近隣国との課題の共有をつうじ、更にはプロジェクト

で構築した中央と地方自治体のシステムを普及する目的で、周辺国を招いた国際ワーク

ショップを年1回程度実施する。 

 

（2）その他インパクト 

地方自治体の計画策定能力へのインパクト： 

地方自治体がISWM計画の策定能力を向上させることは、廃棄物分野以外の他の行政サー

ビスや開発計画策定に好影響を与えることが期待される。また、本プロジェクトは地方自

治体における廃棄物管理全体の効率化及びごみ処理料金の徴収率向上にもつながり、地方

自治体の財政状況の改善に一定の貢献をすることも見込まれる。財政自主権の促進、ひい

ては地方自治の促進へのインパクトが考えられる。 

一方、中小自治体においては自治体間連携や広域化に基づく行政サービス改善、効率化

の具体的手法として、廃棄物管理分野以外に対してもヒントを提供することが期待できる。

 

５．前提条件・外部条件 （リスク・コントロール） 

（1）事業実施のための前提条件 

なし 

 

（2）成果達成のための外部条件 

・ 「廃棄物に係る一般法案」の内容について、プロジェクトの進行に影響を及ぼすよう

な本質的な変更がされない。 

・ 環境天然資源省の組織体制が大きく変化しない。 

 

 



 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ 「廃棄物に係る一般法案」及び関連法令（法律の施行のための省令や規則）が予定ど

おり施行される。 

 

（4）プロジェクト上位目標達成のための外部条件 

なし 

 

６．評価結果 

本プロジェクトは、ドミニカ共和国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致

している。また、本プロジェクトの設計においては、ドミニカ共和国の既存の法制度に基づき、

実施機関の主体性を尊重しており、プロジェクト目標の達成に向けた5つのアウトプットとそ

のための活動及びインプットは合理的に組み立てられている。実施機関のオーナーシップが十

分高いことも確認されている。よって、本プロジェクト実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

エルサルバドル国技術協力プロジェクト「地方自治体廃棄物管理総合管理プロジェクト」

（2005～2009年）では、1つの自治体組合におけるモデル構築に終わらず、他の自治体組合に

普及していけるよう、橋渡しをする中央政府関係者の能力の向上に重点を置き、国全体への波

及を図った。しかし、プロジェクト対象地域での管理改善が主要目的であったことから、中央

政府にそのノウハウが集積されずに終わった。 

本プロジェクトでは、現場での計画改善において中央政府からの主体的な関与に、更に留意

する必要がある。また、地方自治体・地方自治体連合のパイロットプロジェクトをつうじた国

家レベルでの体制構築を目標とし、かつプロジェクト活動の進捗を周辺国と共有することで中

米・カリブ地域への波及効果をねらっている。 

 

８．今後の評価計画 

（1）今後の評価に用いる主な指標 

４．（1）のとおり。 

 

（2）今後の評価計画 

事業開始6カ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了6カ月前 終了時評価 

事業終了3年後 事後評価 
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第１章 詳細計画策定調査の概要 
 

１－１ 要請の背景 

中米・カリブ地域の各国では、近年の経済発展に伴い、廃棄物管理政策を重要課題と位置づけ、

適正な廃棄物管理、廃棄物の減量を推進してきている。こうした状況下、JICAはドミニカ共和国

をはじめとして中米・カリブ地域において廃棄物分野の協力を数多く実施してきた。またこれら

の協力は、現場レベルでの課題解決に向けた協力を実施し大きな成果を上げてきた。こうした個

別支援の要請が現在も数多く寄せられる一方で、一定程度発展をしている中米・カリブ地域に対

して、協力の集中と選択の視点及びより戦略的な協力を行っていくことが求められている。 

現在までの協力成果及び現状把握を目的として、2012年8月から12月にかけて「中米・カリブ地

域廃棄物管理分野基礎情報収集・確認調査」を実施した。この調査では、中米・カリブ地域各国

の廃棄物管理の概況と当該地域への協力方向性を取りまとめた。同調査では、より適切な廃棄物

管理に向けて、国家レベルでの法制度整備及び廃棄物管理計画の策定と地方自治体への波及シス

テムといった体制の整備を進めることの重要性と、広域連携の拠点となる国を中心とした協力を

実施し、中米・カリブ諸国全域に広げていくことが提案されている。 

また同調査において、ドミニカ共和国では廃棄物管理対策を国家レベルでの優先課題として位

置づけていること、当該分野の全国展開の所管官庁である環境天然資源省（MARENA）が「全国

総合廃棄物管理法（仮題）」を作成中であることを確認した。さらに、その制度の実施において、

環境天然資源省はJICAによる「サントドミンゴ特別区廃棄物総合管理能力強化プロジェクト」

（2012年8月終了）での協力成果を全土に展開する意向を有し、あわせて2012年10月より、中央政

府関係者を中心に、廃棄物管理に係るワーキンググループを発足させるなど、全国展開に向けた

取り組みが本格的に開始している状況であった。他方で、環境天然資源省の全国展開の計画策定

能力や、地方自治体に指導を行っていく人材、経験、知識の強化が、喫緊の課題であることも判

明した。 

先方政府からは、上記状況を踏まえたうえで、中央レベルでの政策形成能力向上を主目的とし

た技術協力プロジェクトが要請され、JICAは2013年5月から6月にかけて詳細計画策定調査を実施

し、本格協力の枠組みについて環境天然資源省等の現地関係機関と協議の結果、合意に至った。 

 

１－２ 調査の目的 

今回の詳細計画策定調査では、ドミニカ共和国における全国展開の計画策定と、中央政府・県・

自治体の各レベルで必要な能力強化を支援するための協力方向性を定めることを目的に、本プロジ

ェクトの事前評価に必要な情報を収集・分析し、先方政府関係機関、特にカウンターパート

（Counterpart：C/P）機関となる環境天然資源省との協議を通じて、本プロジェクトに係る協力計画

（案）を策定し、先方政府関係機関と本協力に係るミニッツ（M/M）について協議・署名を行う。 

 

１－３ 調査団の構成 

分 野 氏 名 所 属 

総 括 吉田 充夫 JICA国際協力専門員 

環境管理・協力企画 奥村 憲 JICA地球環境部 環境管理第二課 

評価分析 青木 裕子 国際航業株式会社 
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１－４ 調査日程 

日順 日付 吉田・奥村 青木 

1 5/26（日）  11:25  サントドミンゴ着 

 

2 5/27（月）  9:00  JICA事務所にて打合せ 

10:30  MEPyD訪問 

14:00- 環境天然資源省打合せ 

3 5/28（火）  9:00- CCN-GIRESOLヒアリング 

11:00- MGSD訪問 

14:00- サントドミンゴ特別区訪問 

15:00- LMD訪問 

4 5/29（水）  9:00- ECORED訪問 

10:30- FEDOMU訪問 

14:30- 環境天然資源省打合せ 

5 5/30（木）  祝日  資料整理 

6 5/31（金）  7:00-  ホテル発 移動 

9:00-  モカ市到着 

モカ市役所にてモカ市長、環境天然資源省県支所長

らにヒアリング 

7 6/1（土）  資料整理 

8 6/2（日） 11:25 サントドミンゴ着（吉田、奥村） 

団内打合せ、資料整理 

9 6/3（月） 9:00 JICA事務所打合せ 

10:30-11:00 環境天然資源大臣表敬 

11:30-13:00 環境天然資源省打合せ 

14:00-15:00 MEPyD訪問 

10 6/4（火） 9:00-10:30 CCN-GIRESOLヒアリング 

10:30    教育省ヒアリング（青木） 

11:00-13:00 FEDOMU訪問（吉田、奥村） 

11 6/5（水） 7:30-15:00 World Environmental Dayイベント開催現場視察（吉田） 

資料作成（奥村、青木） 

16:00-17:30 ADN訪問 

12 6/6（木） 7:30-9:00  モカ市へ移動 

10:00-16:00 参加型ワークショップ（MINVEC） 

16:00-16:30 環境天然資源省エスパイジャット（Espillat）県支所訪問 

13 6/7（金） 9:00-12:00 環境天然資源省打合せ 

14:00- JICA事務所にて団内打合せ M/M案作成 

17:00-17:45 JICA事務所長に中間報告 

14 6/8（土） 資料整理、M/M案作成 

15 6/9（日） 資料整理、M/M案作成 

16:00 団内打合せ 

16 6/10（月） 9:00-13:00 M/M案作成・協議 

15:00-23:30 団内作業 
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日順 日付 吉田・奥村 青木 

17 6/11（火） 8:30-9:00  署名式 

9:30-10:30 環境天然資源省との打合せ 

11:00-12:30 ADN訪問 

15:00-16:00 環境天然資源省との打合せ 

18 6/12（水） 11:30-12:00 大使館報告（吉田、青木） 

15:00発  （奥村）サントドミンゴ発⇒パナマ経由キューバ・ハバナへ移動

19 6/13（木） 12:23発  （青木）現地発→ニューヨーク経由成田行き 

13:50発  （吉田）現地発⇒フランクフルト経由スーダン・ハルツオム行き

MEPyD：Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo（経済計画開発省） 

CCN-GIRESOL：Comité Coordinador Nacional para la gestión integral de los residuos sólidos（固形廃棄

物の統合的管理のための国家調整委員会） 

LMD：Liga Municipal Dominicana（ドミニカ地方自治体連盟） 

ECORED：Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Proteccion Ambiental〔環境保護のための企業団体

（ネットワーク）〕 

FEDOMU：Federacion Dominicana de Municipio（ドミニカ地方自治体連合） 

ADN：Ayuntaminto del Distrito Nacional（サントドミンゴ特別市） 

 

１－５ 調査結果概要 

・ 本プロジェクトの概要を説明し、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：

PDM）の内容も含めてドミニカ共和国側の合意を得た。 

・ プロジェクトの実施体制、カウンターパート等の配置について合意を得た。実施機関は環境

天然資源省とし、協力機関はCCN-GIRESOLのメンバーであるMEPyD、保健省、教育省、LMD、

FEDOMU、ECOREDに加え、サントドミンゴ特別区（ADN）とする。 

・ 廃棄物管理に係る施行令（省令の形をとる）、施行細則は、環境天然資源省が立案・発令する。

そのため、本プロジェクトでの協力結果を最大限活用していく先方の意向を確認。法制度の

確立とプロジェクトの動きの一致が必要になる。 

・ 廃棄物管理法の策定の検討状況は、ドラフトを作成し国会に上程済みであるが、国会での承

認は明確なめどは立っておらず、M/Mでは、あくまで見込みとして「2014年中」と記載した。

プロジェクトの成果や活動の前提条件としている部分もあるので、プロジェクト開始後も状

況のフォローが必要。 

・ 計画策定支援の内容は以下の2つとした。 

① 個々の地方自治体のための統合的廃棄物管理（Integrated Solid Waste Management：ISWM）

計画 

② 複数の地方自治体により広域連携を行う計画策定支援〔Mancomunidad（自治体連合）の

能力強化を対象とする〕 

なお、それぞれのテーマにつきパイロットプロジェクトを行うことで合意。パイロットプロ

ジェクトの詳細な内容は、プロジェクト中に協議のうえ決定する。 

・ 周辺国との情報交換は、環境天然資源省大臣やMEPyDなどいずれの協議先機関においても非

常に前向きな形で受け止められている。プロジェクトでは、ドミニカ共和国及び周辺国にお



 

－4－ 

いて意見交換を行うワークショップを行うことで合意。周辺国への調査もプロジェクトのな

かで、可能な範囲で行うことを考えている。 
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第２章 ドミニカ共和国における廃棄物管理の現状 
 

２－１ 地方自治制度 

（1）組織体制 

ドミニカ共和国の行政構造は、中央政府－地域－県－地方自治体の4階層制となっている。 

県は行政界があるものの、大統領が指名する県知事と庶務を行うスタッフが数名配置され

ているのみで、県として独立した行財政運営は行っていない。県知事は中央政府と市の間の

調整的役割、例えば予算や事業実施に係る陳情等を果たすのみである。 

地域は省庁によって境界線（区分）が異なっており、各省庁の区分に従って地域事務所が

置かれ、主に地元で採用された職員が配置されている。環境天然資源省は31の県に県支所

（Direccion Provincial）を配置している。現在ドミニカ共和国では国土整備の基本法となる「開

発地域区分統一法（Region Unica）」を準備しており、2013年中に制定される予定といわれて

いる。すべての国土開発計画が、統一区分ごとになされることになっている。 

地域と県は自治機能がなく、地方自治体と呼べるのは地方自治法（Ley No. 176-07 del Distrito 

Nacional y los Municipios）に定められた市、Distrito Municipio（DM）、サントドミンゴ特別区

のみである。154の市と204のDMがあり（2006年6月現在）、DMは市の行政区域の中に存在す

る最小の行政区で、市から独立した権限・機能をもつ。 

市役所には、市長と市職員が配置されており、一定程度の予算と行政執行に係る権能が付

されている。市政については、選挙で選ばれた市長と審議・決議をするための市議会（市議

会議員で構成）がある。DMにも選挙で選ばれる首長に相当するポストがある。 

 

（2）財政制度 

地方自治体の財源には、中央政府からの交付金と自主財源がある。法律176-06号第296条に

より、市役所への交付金はドミニカ市役所連盟（Liga Mmunicipal Dominicana：LMD）を介さ

ずに政府の財務局から直接配賦されることになった。また、法律166-03号（Propuesto de Ingresos 

y Gastos Publico de la Nacion）により、2005 年から国税収入のうち地方交付金に充てられる割

合が10％に改定された。しかしながら、現状では配分額はその10％には届かず、おおよそ8～

9％の間で推移している1。ここ数年、地方自治体の財源増に係る働きかけが活発化しているも

のの、財務省は国家財政の経常経費と継続案件のプロジェクト費用を優先させなければなら

ないことと、交付金に充てたとしても多くの地方自治体には財政運営能力がないことを理由

に交付金の増額に後ろ向きである。交付金は人口に応じて配分されていることになっている

が、完全な人口比ではなく、例えば人口何万人以上と段階を設定している2。 

自主財源の主なものは国税（13区分）、地方税（15区分、固形廃棄物収集が含まれている）、

土地賃貸料である。INAPA（上下水道公社）が固形廃棄物収集税を徴収しているところもあ

るようだが、サントドミンゴ首都圏地方自治体連合（Mancomunidad del Gran Santo Domingo：

MGSD）でのインタビューによると、水道料金と一緒に固形廃棄物収集税を徴収することには

失敗したという回答があった。 

                                                        
1 『ドミニカ共和国地方自治体計画策定能力強化プロジェクト詳細計画策定調査報告書』2012年2月 

注：2013年6月現在、同プロジェクトの実施チームによると、配分額4.5％程度との情報もある。 
2 同プロジェクト専門家チームからの聞き取りより。 
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収入は地方自治体によって差があると考えられる。地域内に鉱山や観光業があるなど自主

財源の潤沢な地方自治体がある一方で、各種手続きや市場の土地利用から得るわずかな手数

料収入があるのみで、財源の大部分は中央政府からの交付金に頼っている地方自治体もある。 

通常の廃棄物管理に係る費用でなく、処分場建設や機材の購入など大型の投資が必要とな

る場合には、関連省庁（廃棄物管理の場合は環境天然資源省）にプロジェクト予算申請をし、

承認してもらう必要があるが、個別地方自治体からの廃棄物管理に関するプロジェクトの申

請実績は今のところないといわれている。公共投資プロジェクトの予算承認までのプロセス

は、表－１のとおりである。 

 

表－１ 中央政府の年次予算編成プロセス3 

3月末まで MEPyD、財務省、中央銀行の3者が協力して、中期経済・財政見通しの分

析を行う。 

6月30日まで 次年度実施分の公共投資事業の審査申請受付の締め切り（MEPyD-DGIP）。

7月中旬まで 国家開発委員会（Consejo Nacional de Desarrollo）が承認する次年度の予算

編成方針（含む各省への枠予算）に基づき、財務省予算局が関係省庁・機

関に各省予算案の策定を要請。 

7月～9月 各省からの予算案の提出、優先事業の特定、中期投資計画のアップデート。

10月1日まで 財務大臣が全体の最終予算案（歳入計画、公共歳出法）を国家開発委員会

に提出する（それまでに予算局が最終予算案を取りまとめ、財務大臣に提

出）。 

11月10日まで 国家開発委員会が予算案承認。 

 

各地方自治体における財政支出の割合は法律で定められている。人件費は予算の25％まで、

公共サービスに関する通常の維持管理費は31％まで、インフラ工事、不動産の購入、建設、

変更に係る費用、これらの事業に必要な動産の購入、地域経済や社会の発展のために必要な

投資及び投資のための前段階に係る費用は40％まで、教育・ジェンダー・保健プログラムは4％

である。 

 

２－２ 廃棄物管理に係る法制度 

現在の廃棄物管理に係る法律は「環境天然資源に係る一般法」（LEY GENERAL SOBRE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES）のなかに記載があるほか、これを補完する無害固形廃棄

物管理規則（NORMA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS）

並びに地方自治法（Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios）にて構成されている。こ

れらの法律のなかで地方自治体には自区内の廃棄物管理の責務を有することが明記されているも

のの、国の機関である環境天然資源省の廃棄物管理に係る責務についてはあいまいであり、廃棄

物管理に係る関係者の権利義務が明確となっていない。 

現在これらの問題を解決するために「廃棄物に係る一般法」（LEY GENERAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS）が国会に上程されている。この法案のなかでは廃棄物管理に係る関係者の権利義務が

明確になっており、環境天然資源省は国の環境管理の責任官庁として、国の廃棄物管理に係る国

                                                        
3 『ドミニカ共和国地方自治体計画策定能力強化プロジェクト詳細計画策定調査報告書』2012年2月、p.8 
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家政策のガイドライン、管理基準、目標の設定、国家廃棄物管理計画の責任官庁とされている。 

環境天然資源省はCCN-GIRESOLの長として、衆議院環境小委員会との会合に出席し、正式な国

会審議（衆議院）の前に、廃棄物法案について社会のすべてのセクターとの法案のソーシャリゼ

ーション（社会化、周知）を実施した。その後、CCN-GIRESOLのメンバーであるECOREDを通じ

て、国際コンサルタントによる法案の見直しが行われた。この後、法案が衆議院の環境委員会に

提出され、2013年6月現在、審議を受けている最中である。 

今後、環境天然資源省が計画しているソーシャリゼーションの活動としては、環境天然資源省

県支所と市役所の環境管理課（Unidad Gestion Ambiental Municipal：UGAM）を対象としたワーク

ショップの実施や、CCN-GIRESOLを通じて、いろいろな組織に法案について説明し、これらがそ

れぞれの（省の）地方支所に説明していくことが想定されている。 

その他の、地方自治体の廃棄物管理にかかわる法規定は表－２のとおりである。 

 

表－２ 地方自治体の廃棄物管理にかかわる法規定 

環境法【法律第64-2000号】 

第106条：環境天然資源省や保健省が環境保護に関し定める正式な法規定に準じて、地方自治

体は市内で発生する非危険廃棄物の回収、処理、運搬、最終処分システムを運営管理する。 

第107条：固形・液体廃棄物あるいは有害・無害廃棄物を当局が定めている場所以外に置いた

り、投棄したり、最終処分をすることを禁じる。 

付記 I.：川底、水源や水流の近くや、汚水が浸入あるいは浸透し環境を汚染する可能性がある

場所での廃棄物処分場の設置を禁じる。 

付記 II.：市の廃棄物処分場の設置には本法令の第38条及び以下の条項に基づく、適切な環境

インパクト調査を行う必要がある。 

環境天然資源省は廃棄物に関し、以下に挙げる環境基準（規定）を定めている。 

1. 放射性廃棄物管理基準 

2. 家庭廃棄物・一般廃棄物管理基準 

3. 感染性廃棄物総合管理基準 

4. ドミニカ共和国における化学物質・廃棄物管理規定 

保健総合法【法律第42-01号】 

第46条：保健省は環境天然資源省や他の関係機関との連携の下、住民の健康を脅かす可能性の

あるような、廃棄物の利用、回収、処理、保管、再転換、産業化、運搬、貯蔵、廃棄、最終処

分に係る公的な基準を策定する。 

第47条：保健システムに属する機関、それ以外のすべての保健・医療機関で業務上の必要から

有害物質や放射性物質、汚染物質、その他の健康に害を及ぼす有害物質の拡散を引き起こす物

質を扱う場合、保健省が、環境天然資源省や他の関係機関との連携の下策定する規定に準じて、

廃棄物の廃棄処分システムをもつ義務がある。医療廃棄物はそれぞれの状況に応じて、発生源、

あるいは市や市の当局による回収拠点で適切に分別、処理、貯蔵が行われ、適切な運搬、最終

処分がなされるものとする。 

第48条：保健衛生当局は不適切、あるいは不衛生に廃棄物を集積しているため、周辺住民の健

康や生活に危険を及ぼすような施設や場所がある場合、環境天然資源省が廃棄物の除去と清

掃、及び必要な管理・安全面の措置を講じるよう命じることができるように同省に通知しなけ

ればならない。 

首都圏・地方自治体法【法律第176-07号】 

第20条：最低限の市の公共サービス 

市役所は単独、あるいは他の機関と連携して、最低限、下記に挙げる公共サービスを提供する
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ものとする。 

a）すべての市において提供すべき公共サービスは墓地の管理と葬儀サービス、都市・農村廃

棄物の回収、処理、最終処分、道路の清掃。 

廃棄物の不法投棄を禁じる法律第120-99号 

第1条：すべての個人及び法人に対し、道路、舗道、雨水溝、公園、高速道路、水浴場、河川、

小川、用水路、海岸、広場、その他の公共施設やスペースでのあらゆる種類の廃棄物の不法投

棄を禁じる。 

付記：市役所が廃棄物の投棄場所に指定し、所定の整備をした場合を除いて、小川への廃棄物

の投棄を禁じる。 

第2条：住居の所有者や賃貸者、商業施設に対し、市役所の規定で定めた時間以外に廃棄物（ご

み）を外に出すことを禁じる。 

第3条：容器に入れられた廃棄物が所定の場所に出されたのちはその廃棄物を散らかしたり、

中の廃棄物を物色したり、ごみ箱を壊したり、ひっくり返したりすることを禁じる。 

第4条：公共の場所で廃棄物の不法投棄行為が摘発された場合、廃棄物の種類や量に関係なく、

2日から10日間の禁固刑、あるいは500ペソから1,000ペソの罰金の支払い、あるいはその両方を

刑罰として科される。 

付記 I.：再犯の場合は本条で言及されている罰金の2倍及び最長の禁固刑が科される。 

付記 II.：個人あるいは法人が本法令に違反した場合、その法的な代表者、マネジャー、経営

者、あるいはいずれかの機能を担っている者に罰則が科せられる。 

付記 III.：廃棄物の運搬・処分サービスに従事する個人あるいは法人が違反した場合は、罰金

額は最高1万ペソである。 

第5条：本法令の適用により市役所が徴収する罰金は廃棄物用のビニール袋製造のための特別

資金に充当される。なお、このビニール袋は一般市民に実費額で販売することができる。また、

余剰金は廃棄物に関する市民教育のための資金として充当される。 

第6条：市政簡易裁判所が本法令の違反に関する裁判を管轄する。市政簡易裁判所がない場合

は、一般簡易裁判所が管轄するものとする。 

 

２－３ 各組織の役割、予算措置、組織体制とキャパシティ（課題対処能力） 

廃棄物管理にかかわる機関・組織は、環境天然資源省が中心となっているものの多岐にわたる

ため、環境天然資源省を中心として、各機関の役割・機能を整理することを本プロジェクトの最

初の活動とした（成果1）。以下に、本件調査でのインタビューから分かった各組織の活動内容等

を示す。 

 

（1）各組織の活動内容 

環境天然資源省（本

省・県支所） 

 

・ 中央レベルの廃棄物管理の所轄は環境管理副大臣室下、環境保護

部の廃棄物管理課及び地方自治体環境管理課 

・ 廃棄物管理課の業務：ダンピングサイトの管理を含む不適切な廃

棄物処理の管理と研修が中心。スタッフは計7名 

・ 地方自治体環境管理課の業務：環境全般に関する管理と研修。ス

タッフは計5名 

・ 両課兼務の部長（同部には上記2課を含む計4つの課がある）が1

名 

・ 違法を含む廃棄物処分場は全国で約350カ所、うち大規模なものは

60カ所を把握しており、GIS地図として電子化した。各サイトには

数十項目のデータが入っていることになっている。データは環境
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 天然資源省のGISセクション（約8名のスタッフ）が、一括して取

り扱っている。このセクションは、リモートセンシングも扱って

いるほか、他の環境データもGISデータとしてもっており、各部署

からの要望に応じて分析することができる。 

・ 県支所が各県に設置され、計32カ所ある。各支所には支所長のほ

かスタッフがいる。インタビュー先のエスパイジャット県支所は、

支所長の下2名の専門スタッフ、庶務、警備、運転手の計6名であ

った。支所長は県内のDMでの首長経験のほか、市政にかかわった

経験のある人物だった。また、調査期間中に実施した参加型ワー

クショップに参加した近隣県の、ラベガ県、コトュイ県の支所長

はJICA帰国研修員（植林）であった。 

 環境天然資源省のこれまでの廃棄物管理に関する活動 

・ 2005年にドミニカ共和国政府は日本政府と無償資金協力協定〔No. 

ATN/JF-9291-DR、IDB（米州開発銀行）日本資金に関する協定〕

を締結し、地方自治体による廃棄物サービスの覆土や最終処分に

関して深刻な問題を抱えている、東部地域の「廃棄物最終処分に

関する解決案の設計」を目的としたコンサルティングサービスに

係る資金援助を受けた。このプロジェクトは、主な実施機関であ

る環境天然資源省、東部地域広域自治体連合（Mancomunidad）を

共同実施機関とし、対象地域は東部地域のラ・アルタグラシア県、

サン・ペドロ・デ・マコリス県、ラ・ロマーナ県、アト・マジョ

ール県、セイボ県、モンテプラタ県にまたがる、全部で22の市（ム

ニシピオ）と23の特別区（Distrito municipales）である（これらの

市、特別区全部で東部地域広域自治体連合を構成している）。 

・ メキシコ－ドイツ－ドミニカ共和国の3国間協力。MEPyD、環境

天然資源省、FEDOMU、ドイツ国際協力公社（GIZ）を通じた

GIRESOL NETWORKプロジェクト。廃棄物の総合管理・予防を推

進する環境プロモーターのネットワーク構築を目的として、環境

天然資源省が実施したプロジェクトである。このプロジェクトで

55名が研修を受け、その後、彼らはインストラクターとして、市

役所の職員の研修を行っている。廃棄物管理に関するメキシコの

経験をドミニカ共和国の廃棄物管理に活用することが期待されて

いる。 

・ 2009年から、環境天然資源省は首都圏や地方で土地の衛生化と回

復を進めており、地方自治体に適切な廃棄物管理を行うために必

要なツールを提供してきた。 

・ サントドミンゴ広域自治体連合（MGSD）による廃棄物管理計画

策定プロジェクト。MEPyDを通じてIDBに要請が出された。 

・ 米国国際開発庁（USAID）と連携の下、IPEPプロジェクト並びに

ドイツ開発援助サービス（DED）により、以下の2つの出版物が刊

行された。 

① 市の環境行政に基づく条例 

② 市の環境管理における戦略的な連携 

・ 2010年から、環境天然資源省は「市の環境管理と廃棄物管理」と

いう課題に関し、GIZと連携の下、サホマ、ハラバコア、コンス

タンサの流域やサンチェス・ラミーレス県のすべての市において、
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 「ごみゼロ（Basura Cero）」（リサイクル文化を推進する廃棄物総

合管理プログラム）を実施してきた。このプログラムがこれらの

市で成功したため、ドミニカ共和国の他の市に広がっている。 

・ 2011年9月から12月にかけて、環境天然資源省はGIZの支援を受け、

同省地方事務所（Direcciones Provinciales）やFEDOMUの地方事務

所の技術員に対し、処分場へ運ばれる廃棄物の量と構成分析を含

む技術力の向上を目的として、廃棄物最終処分場の衛生化に関す

る研修を行った。計45名が研修を受けた。 

・ 現在、農林畜産開発センター（CEDAF）と共に、環境天然資源省

内でいろいろなリサイクル推進活動が行われている。2011年10月

から2012年2月にかけて、リサイクル目的で紙が1.2トン回収され、

トナーカートリッジ480個が再利用された。JICAとの連携による

3Rネットワーク（環境天然資源省もメンバーである）の結成後、

CEDAF（非営利組織）によるリサイクル活動が更に強化された。

3Rネットワークは3Rに関する市民の意識形成に取り組む組織間

調整役として機能しており、効果的な廃棄物管理のための具体的

な活動、政策、提案の実施に関し、公私部門間の連携を図り、廃

棄物管理セクターへの企業投資推進のための環境づくり、雇用の

創造や環境保全に貢献することをめざしている。 

・ 2011年、CEDAFは地元企業のARS UniversalとSERIGRAF社、及び

環境天然資源省、教育省の支援を受けて、3R（減量、再利用、再

資源化）ガイドラインの出版記念式典を行った（3R研究報告書と

もいえる）。 

・ 2012年2月に、環境天然資源省、MEPyD、FEDOMU、保健省、国

家近代化審議会、LMD、環境保護のための企業支援全国ネットワ

ーク（今のECORED）が、CCN-GIRESOL結成のための協定を締結

した。これは市レベルでの環境と市民の健康保全の実現のために、

地方自治体による廃棄物総合管理プログラムへの支援と推進を通

じて「クリーンでヘルシーな国づくり」に貢献するイニシアティ

ブを推進するための組織間協定である。現在、気候変動・CDM国

家審議会をネットワークに参加させるための努力がなされてい

る。 

・ 2012年、ジュナ川流域にあるオープンダンピング型処分場の衛生

化が開始された。これは現政権の発足後100日間の行動計画のなか

で特に積極的に進められてきている活動である。また、この行動

計画のなかには廃棄物管理に関する環境教育も含まれている。そ

のため、ジュナ川流域内にある複数の公立学校で計25回の講習会

が計画され、現在まで10回が実施された。 

・ ハイナ市とサマナ県に対して、衛生埋立処分場の設計・工事に関

する支援と技術指導をした。 

・ リサイクルに関係するすべてのアクターが集まり、将来の展望、

リサイクルビジネスに関する法制度、ビジネスの状況及び機会に

ついて協議するための場として、2013年4月に「リサイクルラウン

ドテーブル」が設立された。 

・ 2013年、環境天然資源省はCCN-GIRESOLの他のメンバー組織と一

緒に、市民に対して、ドミニカ共和国政府による廃棄物政策を紹
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介するために、「リサイクル週間」（5月17日～24日）を開催した。

「ごみの分別をして、貢献しよう」がキャッチフレーズのキャン

ペーンが紹介された。 

市役所 ・ 廃棄物管理実施の責任機関。上述の法規制に基づいて、市内の廃

棄物管理の責任がある。 

・ 全国に155の市役所がある。 

・ 市政は選挙で選ばれる市長と市議会議員から成る。 

・ 環境天然資源省により市役所に環境管理課（UGAM）の設置と組

織強化の支援が行われている。これまで全国で約90のUGAMが形

成された。東部地域ではすべての市役所にUGAMが設置された。

なお、UGAMの設置にはドイツGIZから支援を受けた。 

DM（Distrito 

Municipio） 

・ 2010年に新憲法が承認され、DMが設置された。DMは全国で約200

あり、市の行政区域のなかに、複数のDMが存在する。 

・ 法律176-07号第77条により、DMは市から独立した権限・機能をも

つことができるようになった。新憲法では市役所とほぼ同等の行

政機能・権限をもつようになったといわれているが、協議中の事

項もあり、一方ごみ収集などの各種行政サービスを実行できるキ

ャパシティがないDMも存在するなど、認められた権限と実態が一

致していない。 

・ 廃棄物管理については上述のとおり、各DMによって実態が異な

り、ごみ料金を徴収するところは収集サービスを行っており、徴

収しないところは市役所が収集している。 

・ DMには市議会に該当する審議・決議機関はあり、首長はDirector

と呼ばれ選挙で選ばれる。 

サントドミンゴ特別

区（ADN） 

・ Ayuntaminto del Distrito Nacional（ADN）は、市（Municipal）では

なく首都法（Ley de capital）に基づく団体である。 

・ サントドミンゴ特別区清掃局の財源は、ごみ料金及び市の一般財

源、大型の投資は国からの借入れによる。 

・ JICAの開発調査、技プロでオペレーションマニュアルや清掃条例

を作成した。 

・ ADNのキャパシティはJICAの協力によって高められた。限られた

予算で最大限のことができるようになった。また本邦研修の帰国

研修員の成果も出ている。これまでの知識やノウハウは、他地域

にも共有すべきものだと考えている。これまでに個別の要請に応

じて11の市に対して廃棄物管理のワークショップを実施した。 

・ ADNは、各種研修を実施する用意はできている。協力の要請があ

れば対応したい。マスタープラン（M/P）作成とパイロットプロ

ジェクトをつうじて、ごみ収集システムに関する実践マニュアル、

廃棄物組成の調査、車両メンテナンス、中継基地のデータベース、

コミュニティへの情報提供、民間委託の監査、回収サービスの改

善、等（全7巻）を作成した。これは地方自治体の規模に関係なく

活用できるものになっている。いまはこれらに加えて、「最終処分

場管理」「リサイクル」についてのマニュアルの作成を検討してい

る。 

・ 廃棄物管理はADNにノウハウが蓄積されている。JICAの技プロと

いう支援と資金を効率的に活用すべきである。 
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・ サントドミンゴ首都圏で2005～2006年にM/Pがつくられ、2009～

2012年の技プロで実施の促進ができたのはよかった。技プロを通

じて人材の能力が上げられたことが、成功要因である。その後IDB

のJapan fundの支援を使い、サントドミンゴ首都圏地方自治体連合

（MGSD）のM/Pも作成された。 

・ ADNには、他の自治体の人材に対して研修を行える人材が安定的

にいる。特に、JICAの研修を受けた人材はキープするように心が

けてきた。マネジメント系の職員はたくさんいるが、技術系の職

員は少ないので、今後も十分に維持するようにしたい。 

地方自治体連合 

（Mancomunidad） 

・ 法律第176-07号「地方自治体法」第72～76条では、市は他機関と

してMancomunidadの組織について規定している。72条では市の自

由意志の下で共同事業の実施や共通する課題への取り組みを行う

ために他の市と連合を組み、組合組織を創設する権利、権限を認

めている。 

・ MGSDは、最終処分場建設・運営にあたり結成された。 

・ MGSDは、IDBの日本人コンサルタント基金による新規最終処分場

の適地選定を中心とした調査を実施した。この調査に続いて海外

の支援や国の資金を使用して処分場の建設・運営を検討している

が、最終的な結論が出ていない。 

・ その他地域で、廃棄物管理関連で地方自治体連合を結成しようと

いう動きが複数ある。 

 

（2）CCN-GIRESOLについて 

CCN-GIRESOLは、2012年2月に設置された廃棄物管理に関する事項を協議する委員会であ

る。CCN-GIRESOLは、環境天然資源省、MEPyD、保健省、教育省、FEDOMU、LMD、ECORED

から成り、各メンバー機関がそれぞれの責任を果たしつつも、連携・調整することで効果的・

効率的に問題に取り組むことができるようになることを活動目的としている4。 

CCN-GIRESOLは、GIZの資金援助で実施されたプロジェクト（研修）で育成された96名の

プロモーターのネットワーク（GIRESOL NETWORK）が発端となっている。プロモーターは、

環境天然資源省の廃棄物管理担当や同県支所スタッフにもいる。全国で廃棄物関連の職員と

して、市や県レベルの廃棄物管理計画をつくることになっているが、配置換えや離職・転職

などしており、実施が難しい状況である。しかし、離職・転職などをしても、同じ地域にと

どまっていることが多く、GIZの支援は終了しているが地域の人的財産となることが期待され

ている。プロモーターに対するモニタリングについては、CCNメンバー4名〔教育省（1）、

FEDOMU（1）、環境天然資源省（2）〕が、それぞれ地域を分担しているが、プロモーターの

活動やモニタリング報告をまとめた文書はない。 

CCN-GIRESOLメンバー機関の主な役割は表－３のとおりである。 

 

                                                        
4 CCN-GIRESOL設立時のメンバーは、上記に加えCONAREが含まれていたが解散した。RENAPAもメンバー機関であったが、

USAIDの支援終了に伴いECOREDに改称した。 
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表－３ CCN-GIRESOLメンバー機関の主な役割 

機 関 主な役割 GIRESOL NETWORKにおける役割 

環境天然資源省 

市の環境行政にお

いて、市側の廃棄

物総合管理に関す

るエンパワーメン

トを図る。 

環境の課題、特に廃棄物総合管理について研修する。

GIRESOL NETWORKの持続性に貢献する。 

地域・ローカルレベルのGIRESOL NETWORKの戦略

における優先的な課題を導入する。 

廃棄物総合管理に関する技術指導を行う。 

国内やGIRESOL NETWORK内での廃棄物総合管理に

関する政策を推進する。 

FEDOMU 
地方自治体の能力

開発に貢献する。

地方自治体に廃棄物総合管理における自身の役割に

ついて認識させる。 

能力強化のための知識やノウハウを提供する。 

市役所と他の機関の連携を図る。 

環境管理ユニットの強化に貢献する。 

MEPyD 

国際協力 /支援に

関するファシリテ

ーターになる。 

国際機関との連携を図る。 

多様なアクターの参加を保証し、コンセンサスの確保

に貢献する。 

国際リソース/資金の橋渡しをする。 

GIRESOL NETWORKのモニタリング・評価を行う。

保健省 

廃棄物総合管理の

概念における、衛

生的な管理に貢献

する。 

住民や廃棄物発生源の検査や監視を維持する。 

技術員や専門職に対して、廃棄物総合管理や衛生に関

する課題について研修を行う。 

技術指導を受けて、衛生的な管理に貢献する。 

LMD 

廃棄物総合管理に

おける市役所の強

化を図る。 

プロモーターの研修プロセスを支援する。 

市への予算から供出される資金やリソースの仲介を

行う。 

市への技術指導を行う。 

ECORED 

企業、中央政府、

市役所間の連携役

になる。 

企業との交流を図る。 

市民教育プロセスに貢献する。 

企業の社会還元活動から発生する資金やリソースを

調達する。 

共同責任に関する研修を行う。 

廃棄物管理計画あるいは廃棄物管理活動について技

術指導を行う。 
注：教育省もメンバー機関であるが、上記の表への回答は得られなかった。 

 

以下に各メンバー機関の活動内容をまとめた。 

MEPyD ＜廃棄物管理について＞ 

・ MEPyDは、国家開発計画2012‐2030の実施進捗状況の管理をしている。

廃棄物管理に関しては、基本（方針）4（Eje4）Promueve el manejo sostenible 

del medio ambiente （持続可能な環境管理の推進）のなかで特に

4.1.3“Desarollar una gestion integra de desechos, sustancias contaminantes y 

Fuentes de comtanimcion.”（統合的な廃棄物管理、汚染や汚染源の管理）

が該当する。Eje4の担当は1名で、CCN-GIRESOLのMEPyD代表（Glenys 

González）である。 



 

－14－ 

・ MEPyDはCCN-GIRESOLのメンバーであることから、CCN-GIRESOLをつ

うじて廃棄物管理の関連事項にかかわっている。CCN-GIRESOLでは機

関間の調整と国際協力の窓口としての役割を果たしている。 

・ 国家開発計画は、2012年、施行法（Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 

2030）が制定された（選挙で政権が代わっても、計画が実施されない事

態を起こしにくくするため）。 

・ 全国の地方自治体での廃棄物管理の現状について情報収集中である。特

に人口密度＝廃棄物発生量の地域的な濃淡に注目している。首都圏を除

く地域で、廃棄物発生量が高く問題が起きているところを優先的に解決

したい。 

・ 市長や県レベルで、廃棄物問題への取り組みに積極的なところを支援し

たい。 

・ 最終処分の問題が顕著な地域がいくつかある。基本的な調査をしたので、

どこが問題であるかが明らかになりつつある。 

・ 東部地域にISWMプランをつくろうとしているMancomunidadがあるが、

まだ具体的なものにはなっていない。 

LMD ・ 法律176-07号（地方自治体法）の承認により、LMDはその役割・権限を

大幅に縮小された。現在LMDは同法105条のとおり地域開発計画や市役

所行政に関する技術的なアドバイスを、地方自治体に対して行う機関と

なった。 

・ LMDにはADNを除くすべての市とDM協会（全国のDMが加盟する組織）

が加盟している。 

・ LMDは公的機関で、国の地方交付金の約2.7％が充てられている（この

なかからは、小規模自治体の教育関連費用を負担、それを除いた額が

LMDの予算）。なお、消防には1％、FEDOMUには1％である。法律（176-07

号）で定められている。 

・ LMDが公的機関であるのに対して、FEDOMUは同業者組合といった位置

づけである。 

・ 1年前にUMPE（Unidad Municipal de Programas Especiales：地方自治体特

別プログラムユニット）というユニットをLMD内に廃棄物問題に対応す

る組織としてつくった。LMDのトップ（セクレタリーという）は、廃棄

物管理を優先事項としている。 

・ UMPEには5つのプログラムがあり、15名のスタッフがおり、このほかプ

ロモーター（USAIDの研修を受けた）が40名いる（＋ボランティアを含

めて合計約60名）。技術的なプロジェクトをするユニットである。 

・ 主な活動内容は、コミュニティ活動としての環境教育である。これまで

100カ所以上に出かけて廃棄物管理全般に関すること、リサイクル、分

別などのワークショップを実施した。町内会や学校と一緒に活動をした

りしている。 

・ 資金も人員も限られているので、活動内容も多くはないが、できるだけ

廃棄物管理改善にかかわる活動をしたい。 

・ 低所得者層を対象とした環境教育活動も行っている。積極的な広報も行

っており、ステッカーを貼ったごみ箱の配布、キャンペーンを実施して

いる。 

・ 全国の地方自治体のモニタリング事業も行っている。調査も行っており、

透明性に問題がある、小規模の地方自治体は全体の80％、DＭはごみ料
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金を徴収する能力がない、などの結果が出た。 

・ すべての地方自治体は、LMDに財政収支を報告しなければならない（こ

れも法律で定められている）。正しく報告しない、できない地方自治体

も多く、データは完全ではないが公開（可能）である。そのほかに、全

国の廃棄物管理の状況データ、GISデータ（MARENAとGIZがつくった

ツールだが、LMDがアップデートした）がある。 

・ 地方自治体にはUGAM（環境管理ユニット）があるが、UGAMに対して、

環境教育、市民参加型の廃棄物管理の研修をしたい。 

・ 20万ドルの予算で、市役所が都市計画・土地利用計画を策定できる能力

を支援する計画を立てている。 

FEDOMU ・ ドミニカ共和国の地方自治体を代表する公的な権限をもつ組織で、すべ

ての市及びDM協会、ADNが所属している。 

・ 長の交代はあっても組織の活動は変わらない無政党の組織といわれてい

るが、最高意思決定機関は市役所総会で、各市長から構成されるため、

政権に左右されないとはいいきれない。 

・ 市役所総会のメンバーは各市の市長、DMの区長4名、市議会議長、特別

区の代表委員。その他、理事会、役員会、執行部、顧問委員会で成り立

っている。 

・ 業務及び技術的な組織は、①計画・プロジェクトマネジメント②研修部

③参加型予算策定部④コミュニケーション部⑤法務室⑥総務部⑦国土

整備部⑧国際協力部に分かれている。 

・ FEDOMUは大統領令第710-04号により定められた「地域統一区分」にお

ける各地域（計10カ所）に事務所を設置している。技術スタッフが常駐

している。 

・ 分野では国土と環境部門があるが、廃棄物部門を設置したいと考えてい

る。 

・ 廃棄物管理に関しては、市役所の廃棄物管理能力向上のための技術研修

を実施している。 

・ FEDOMUは、環境天然資源省、MEPyD、GIRECOL NETWORKとともに、

市レベルでの研修や指導を行う環境プロモーターネットワークの構築

に取り組んでいる。 

・ 廃棄物管理については14名（各地域事務所から1名ずつ、本部から4名）

が研修の講師を務めることができる。 

・ FEDOMUは地方自治体のための技術支援機関で、スペインの援助で地方

自治体による地域開発計画策定能力強化プロジェクトを実施し、マニュ

アルを作成した実績がある。 

ECORED ・ 環境保全を行う民間企業ネットワークで70社近い企業が加盟している。

・ 環境保全と持続的発展の官民連携組織、環境に優しい開発をテーマにし

ており加盟企業は積極的に環境保全に取り組んでいる。 

・ 具体的には加盟企業は、その企業活動に際して環境基準を順守すること

を掲げ、実践することで官側からの信頼を獲得し官民連携によって環境

保全を推進することを考えている。 

・ 官民連携第一号として国の廃棄物法制定のための法案を作成し、これが

国会に上程された。法案の作成にあたっては、加盟企業の顧問弁護士が

集まり協議した。 

・ 資金源は加盟企業からの供出金のほか、ドナーやNGOのプロジェクトの
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受入機関となることで活動をしている。 

・ プロジェクトの活動資金は、IDB、FOMIN（環境天然資源省のファンド：

Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales）、その他外部

資金。具体的ではないが、台湾政府からもコンタクトがきている。 

・ 運営資金は、メンバー企業の会費。 

・ 常駐スタッフは複数名いる。 

・ 環境天然資源省の政策「クリーンな生産と責任ある消費」の実施機関（セ

ンター）になった。環境天然資源省からの予算配分などはないが、技術

支援はある。 

・ 2013年6・7月にかけて、ハイチとの国境付近（のハイチ側）の都市Ouante 

Minthe〔Juan Mendez、ハイチでは4番目の規模の都市（中規模）、人口10

万人〕での廃棄物調査を実施予定である。 

・ ECOREDはリサイクラーの地位向上と、環境政策に産業セクターの存在

を重要視してもらいたいと考えている。Ciudad Saludable（後述）のノウ

ハウを生かし、全国展開スキームをつくり国の政策にも反映させたい。

・ 2012年11月から始めているCiudad Saludable（ペルーのNGO）とのプロジ

ェクトについて： 

① ドミニカ共和国では、ECOREDが受け皿になっている。資金はIDB

のFOMIN（Fondo Multirateral de Inversiones）から（1年間のプロジェ

クト）、資金はCiudad Saludableのペルー人専門家の招へい（謝金等）

に充てる。 

② 2012年11月からは、まずECOREDのスタッフに知識を移転する活動

を行った。 

③ プロジェクトには3つのコンポーネントがあり a）リサイクル市場

の開発 b）Ciudad Saludableで作成した基本マニュアルを基にしたド

ミニカ共和国への適用（マニュアル印刷費用などは別途外部から資

金を獲得しなければならない）c）市の条例（リサイクルに関する）

のモデルをつくる。市の関係者に対してワークショップを開催し

た。 

④ 活動はCCN-GIRESOLにも参加を呼びかけて行っている。 

⑤ このプロジェクトのターゲットは、ストリートリサイクラーとウエ

ストピッカーの社会的地位向上をめざすことにある。環境的にも社

会的にも持続可能なモデルをつくることである。 

教育省 ・ 環境教育は、カリキュラムに入っており、教育システムのラインにのせ

ている。 

・ 教育システムは、中央にテクニシャンがおり、その下に18のRegion（教

育省の区分）、Regionの中に学校区（全土で105）があり、学校区のなか

に学校がある。各学校には委員会〔委員長の下に教員、PTA的組織（Amigo 

de escuela）、コミュニティ代表、生徒の代表（各クラスに委員会がある）〕

がある。環境に関する協議会も結成した。 

・ 廃棄物管理に関しては、1998年（第1版）より「廃棄物問題」教員用ガ

イドを作成している。何度か改訂をし、最新版は2013年1月に改訂した

もので、これまでに3万部発行した。 

・ 廃棄物問題もカリキュラムに入れている。 

・ ガイドの作成にあたっては、まず各学校区の委員会で話し合ってもら

い、問題の抽出を行った。そのなかで、一番の問題として挙げられたの



 

－17－ 

は「ごみ問題」であったことから、廃棄物管理ガイドを作成することに

なった。 

・ ガイドの内容は、教育省が中心的に作成した。ドナーの協力などは得て

いない。 

・ ガイドは2巻構成になっており、1巻は1－4年生、2巻は5－8年生向けで

ある。中学生（13－18歳）向けのものも作成したいが、資金を確保でき

ていない。また、ガイドは教員用であって、生徒用（テキスト）やコミ

ュニティ（生徒の家族に当たる人々）用のものも作成したいが、できて

いない。 

・ ビデオ（①廃棄物②水について）も作成した。学校の生徒にアクターに

なってもらい、自分たちが問題の原因でもあるが、解決の主体でもある

ということを伝えられるような内容にしている。 

・ ガイドの普及方法について：教育省（本省）とリージョンレベルにいる

技術者が、各学校区の教員たちに研修を実施、研修を受けた教員は普及

員（Multipulicadores）として、自区内の学校の教員への普及を行ってい

る。 

・ 上記はすべて公立学校に対してであって、私立学校は含まれていない。

私立学校からは個別に相談が来ており、その都度支援をしている。 

・ 環境天然資源省の環境教育部とは、協定（convenio）を結んでおり、よ

い関係を築いている。 

・ 環境天然資源大臣のイニシアティブで、各県に環境会議（Consejo 

ambiental）をつくる取り組みが始まった。これは学校やコミュニティも

巻き込んだもので、現時点でいくつか結成されたところがある。 

・ 教育大臣とCEDAFとの間で、3Rに関する活動の合意文書が近々サインさ

れる予定である。 

保健省 インタビューは実施できなかった。CCN-GIRESOLでの役割は上述のとおり。

 

２－４ 参加型ワークショップから抽出された課題 

地方における統合的廃棄物管理の課題、地方の視点からの中央政府に期待される役割、につい

て現場レベルの問題意識を明らかにするために、6月4日（9:30-16:00）に参加型ワークショップを

開催した。開催場所は、モカ市役所会議場であり、モカ市及び周辺4市の廃棄物事業関係者、環境

天然資源省県支所及び本省庁関係者、調査団等から約50名が参加した。 

ワークショップでは、個別自治体（Municipality）の廃棄物管理について分析するグループAと、

自治体が連携・協同して行う広域廃棄物管理について分析するグループBに分かれて、ステークホ

ルダー分析、問題・原因分析、課題の抽出を行った。なお、問題・原因分析においては、廃棄物

管理のマネジメント・フローに基づき「発生・排出」「収集・運搬」「中間処理」「最終処分・その

他」を横軸とした半構造化マトリックスを適用した。 

ワークショップにおける分析結果は、討議議事録のAppendix Ⅱに示すとおりである。以下、要

点を述べる。 

 

（1）ステークホルダー分析結果 

個別自治体の廃棄物管理（グループA）で10のステークホルダーが同定され、一方、広域廃

棄物管理（グループB）ではその2倍の19のステークホルダーが同定された。いずれも廃棄物
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管理の便益を受けまた促進をする役割を有するものである。このうち中央政府レベルの部局

や組織体として、環境天然資源省、教育省、FEDOMU、LMDが、A、Bの両グループでの共通

するステークホルダーとして挙げられた。これらのステークホルダーは、本プロジェクトの

実施機関及び協力機関として位置づけられており、プロジェクト設計と整合的である。ただ

し、広域廃棄物管理（グループB）において、より幅広い中央及び地域レベルの組織を挙げた

ことは、今後のプロジェクトの実施において、特に自治体連携による広域廃棄物管理を考え

るうえで留意する必要がある。 

 

（2）問題・原因分析結果 

個別自治体（グループA）の問題・原因分析においては、「発生・排出」段階で2問題、「収

集・運搬」段階で4問題、「中間処理」段階で5問題、「最終処分・その他」で5問題が挙げられ

た。一方、広域廃棄物管理（グループB）の問題分析においては、「発生・排出」段階で7問題、

「収集・運搬」段階で3問題、「中間処理」段階で3問題、「最終処分・その他」で9問題であり、

最終処分場に関する問題が飛び抜けて多い状況を示した。広域廃棄物管理を、収集運搬サー

ビスを各自治体の責任で行い、最終処分は広域連携事業として行うという枠組みでの、後者

の機能が主たる問題となっている。事実モカ市では最終処分場に関して「市民・行政間」及

び「複数の行政間」に係争が発生している。また、全体システムにおいて中継基地所が不十

分で、このことが財政、輸送効率、立地に大きな影響を与えていることも明らかになった。 

 

（3）課題の抽出 

上述の分析結果に基づき、以下の点が今後の課題として挙げられ、特に、中央政府・組織

から地方自治体への支援・指導に係る具体的内容が5カテゴリーに沿って挙げられた。 

① 市民のレベル：環境教育、廃棄物教育を通じた環境意識の醸成。市民参加や市民の廃

棄物管理事業への理解の促進のための意識啓発。このために各自治体や自治体連合が

キャンペーン等を実施するに際して、中央政府からの支援（教材、広報宣伝物、助言、

指導）。 

② Municipalityのレベル：自治体間の廃棄物管理事業に関する経験の交流や意見交換の場

が必要。その設定のための中央政府の推進、支援と指導。 

③ Municipality間の関係：広域廃棄物管理の方針に関する幅広い合意形成のための支援・

指導。広域廃棄物管理に向けた政策や計画の策定に対する指導・支援。自治体連携の

促進。 

④ 制度のレベル：自治体連携（例えば一部事務組合）や自治体連合に関する制度化。自

治体の連携促進・組織化に関する実施能力向上。 

⑤ 社会のレベル：民間セクターとの連携。公共と民間の協働による廃棄物管理、広域廃

棄物管理の推進。 

 

２－５ 他ドナーの取り組み 

現在ドミニカ共和国では、廃棄物管理分野での他ドナー支援はないが、GIZがプロモーターへの

フォローアップ活動を行う計画があるという情報も得ているため、引き続き注視する必要がある。 
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第３章 協力計画の概要 
 

３－１ プロジェクトの概要 

ドミニカ共和国におけるJICAの廃棄物管理に係る協力は、首都サントドミンゴ特別区中心に展

開されてきた。2012年7月にはサントドミンゴ特別区を対象とした廃棄物管理の改善に係る技術協

力プロジェクトが終了した。サントドミンゴ特別区にはこの技術協力プロジェクト並びに2007年

に終了した廃棄物管理に係る開発調査が行われており、都市廃棄物管理に係るノウハウが蓄積さ

れている。一方、ドミニカ共和国全体の廃棄物管理は環境天然資源省が所管官庁であるものの、

廃棄物管理に係る十分な法制度や仕組みの整備及びその施行がなされていないなど非常に貧弱な

状況である。 

ドミニカ共和国の経済成長は、2003年に大きな落ち込みがあったものの2003年を底として2005

年には前年度比約1.5倍（2004年GDP：2,550米ドル/人、2005年：3,740米ドル/人）と劇的に回復し

た。その後もGDPは順調に推移し2010年のGDPは約5,200米ドル/人となっている。この経済成長に

伴い排出される廃棄物の量も劇的に増加5し、信頼できるデータがあるサントドミンゴ特別区では

2004年の約2倍近くに増加している。この傾向は、ドミニカ共和国全体でも同様と考えられる。し

かし、国家としての廃棄物管理に係る法律や制度が未整備のため前述の一部の自治体を除いて適

切な管理がなされず場当たり的な収集とオープンダンピングによる最終処分が横行しており、自

然環境並びに衛生環境が著しく損なわれている。 

このような背景から、全国的な廃棄物管理に係る法律や制度の整備と管理の実施がドミニカ共

和国政府にとって喫緊の課題となっている。 

今日までのJICAの協力によってドミニカ共和国内に蓄積された廃棄物管理に係るリソースを有

効活用しつつ日本の経験に基づいて、3Rを含む全国的な廃棄物管理に係る法律や制度の整備と管

理実施、環境天然資源省による全国展開の計画策定能力や、地方自治体に指導を行っていく人材、

経験、知識の強化のための協力を実施する。 

 

３－２ 協力期間と開始時期 

協力期間は2014年1月より3年間を予定している。 

 

３－３ 対象地域 

ドミニカ共和国全土及びパイロットプロジェクトサイトとなる地方自治体（単独の地方自治体

と地方自治体連合体を含む）である。 

 

３－４ ターゲットグループと最終受益者 

ターゲットグループは、環境天然資源省環境管理部の廃棄物管理課及び地方自治体環境課、同

省県支所である。最終的には、ドミニカ共和国全土の地方自治体廃棄物管理関係者によって、各

地方自治体での廃棄物管理が改善されれば国民全員が裨益する。 

                                                        
5 信頼できるデータのあるサントドミンゴ特別区では、2004年の最終処分量が約1,200トン/日であったものに対して、2010年で

は約2,100トン/日と2倍近く増加している。 
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３－５ プロジェクトの目標 

ドミニカ共和国の統合的廃棄物管理（ISWM）の中央政府と地方自治体の管理体制が環境天然資

源省を通じて、構築される。 

 

３－６ 成果及び活動 

（1）成果1. 環境天然資源省により、県支所、地方自治体、協力機関の役割が整理される。 

1-1. 廃棄物管理行政に係る、地方自治制度、地方財政制度の詳細と実態を把握する。 

1-2. 廃棄物に係る一般法案の内容を精査し、施行のためのメカニズムを検討する。 

1-3. 全国規模のISWM体制に向けたフレームワークを作成する。 

a. 環境天然資源省本省、県支所、地方自治体の役割を明確化する。 

b. 協力機関の役割の整理と連携ルールを明確化する。 

c. ISWM体制を規定する手段（法制度、自治体単位の条例等）を検討する。 

 

（2）成果2. 環境天然資源省により、「自治体ISWM計画策定ガイドライン・マニュアル」の案が

作成される。 

2-1. 協力機関との連携の下、環境天然資源省（本省）による県支所及び自治体指導のための

トレーニング計画を作成する。 

2-2. 2-1で作成したトレーニング計画を活用して、環境天然資源省本省・県支所職員に対して

研修指導者研修（ToT）を実施する。 

2-3. 環境天然資源省が、地方自治体支援ツールとして「地方自治体ISWM計画策定支援の指

針・ガイドライン・マニュアル案」を作成する。 

a. 指針は、国家レベルのISWMに関するものとする。 

b. ISWMに関する指針は、地方自治体の実情に即したものとする。 

c. ガイドラインの内容は、ISWMの活動に関するグッドプラクティス、効率性・有効性に係

る測定可能な指標を用いたISWMの評価、ISWMの計画を含む。 

d. マニュアルの内容は、運営の手続き（収集、運搬、処理、最終処分）を含む。 

e. ガイドライン・マニュアル案には3R、廃棄物によるエネルギー回収をPPPで実施する手

法・手続きを含む。 

f. ガイドラインには、廃棄物管理のプロジェクトにおける、市民参加型アプローチ及び合

意形成に関するものを含む。 

 

（3）成果3. 環境天然資源省と協力機関との連携の下、モデル自治体・地方自治体連合体におい

てパイロットプロジェクトを行いながら、地方自治体・地方自治体連合体のISWM

計画作成の支援がなされる。 

3-1. モデル自治体と地方自治体連合体を選定する。 

3-2. モデル自治体・地方自治体連合体のキャパシティ・アセスメント、ベースライン調査。 

3-3. 研修を受けた環境天然資源省/県支所職員を実際の講師として、自治体向けの廃棄物管理

研修を実施する。 

3-4. モデル自治体・地方自治体連合体におけるISWM計画の案を作成する。 

a. 環境天然資源省－県支所－自治体/地方自治体連合体のタテの情報ライン・システムを設
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計する。 

b. 地方自治体の廃棄物管理料金徴収を強化する方策を検討し提案する。 

c. モデル自治体・地方自治体連合の廃棄物管理計画における、社会・民間セクター連携の

下での、3R実施計画を検討する。 

d. モデル自治体/地方自治体連合体の必要に応じて、合意形成及び参加型ワークショップに

関する活動を行う。 

3-5. ISWM計画案を試行的に実施し、実施結果を評価し、教訓と提言を抽出する。 

3-6. モデル自治体・地方自治体連合体のISWM計画を最終化する。 

 

（4）成果4. 環境天然資源省と協力機関との連携の下、周辺国と経験の共有と意見交換を通じて、

地方自治体（単独もしくは地方自治体連合体）のISWM計画を改善する。 

4-1. 2-2、3-3で行われる研修に、周辺国の中央政府関係者/地方自治体関係者を、オブザーバ

ー参加として招へいする。 

4-2. 2-3で作成する自治体支援ツール案を、周辺国に共有する。 

4-3. 3-4で作成するISWM計画案を、周辺国に共有する。 

4-4. 周辺国をモデル自治体に招へいし、ワークショップを開催し、環境天然資源省の制度強

化、地方自治体支援活動の進捗・成果について意見交換を行う。 

4-5. 周辺国との意見交換を参考にして、必要に応じてモデル自治体のISWM計画を改善する。 

 

（5）成果5. 環境天然資源省と協力機関との連携の下、施行令・施行規則（案）、自治体ISWM計

画策定ガイドライン・マニュアルが成案となる。 

5-1. 施行令・施行規則案の作成を支援する。 

5-2. 「廃棄物管理に係る一般法」の改正案の作成を支援する。 

5-3. 「自治体ISWM計画策定ガイドライン・マニュアル」を最終化する。 

 

３－７ 投 入 

（1）日本側 

1）専門家派遣 

短期：チーフアドバイザー（廃棄物行政/政策・組織制度、キャパシティ・ディベロップ

メント）、研修企画、合意形成、法律アドバイザー/行政法務、GIS/データベース管理、廃

棄物管理財政、都市廃棄物管理 

セミナー開催（招へい者旅費・日当、セミナー会場） 

研修：国内研修、第三国/本邦研修 

供与機材（車両等） 

 

（2）相手国側 

1）カウンターパート 

2）オフィススペース、会議室（環境天然資源省内） 

3）プロジェクトの運営経費（電話、インターネット、電気・水道等） 
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３－８ 実施体制 

本プロジェクトでは、環境天然資源省の能力向上が目標とされるが、関係機関との連携が重要

となる。廃棄物管理分野での国家レベルでの調整の場であるCCN-GIRESOL及びこれまでのJICA協

力の成果、経験・ノウハウが蓄積されているADNを協力機関とし、プロジェクトの活動は常に協

力機関と連携の下、実施する。想定されるプロジェクトの実施体制を図－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ プロジェクトの実施体制 

 

３－９ 前提条件・外部条件 

（1）事業実施のための前提条件：なし 

 

（2）成果達成のための外部条件： 

・ 「廃棄物に係る一般法案」の内容について、プロジェクトの進行に影響を及ぼすような

本質的な変更がされない。 

・ 環境天然資源省のカウンターパート及び環境天然資源省の組織体制が大きく変化しない。 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件：廃棄物総合法及び関連法令が発行される。 

 

（4）上位目標達成のための外部条件：なし 

 

３－10 プロジェクト実施上の留意点 

（1）中米・カリブ地域内での広域連携の展開 

本プロジェクトは、パイロットプロジェクトの実施プロセス自体を周辺国の関係者に公開
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し、中米・カリブ地域での経験と情報の交流をプロジェクト活動に含めている。近隣国を招

いたセミナーやワークショップを実施し、交流をつうじた相乗効果をねらっている。 

 

（2）貧困・ジェンダー平等・環境等への配慮 

廃棄物管理では、処分場でのウエストピッカーやリサイクラー、特に農村部では女性がリ

サイクルを担っていることが多い。本プロジェクトにおいても、プロジェクト実施にあたり

これら貧困層やジェンダー平等へ配慮する。 
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第４章 プロジェクト5項目評価 
 

４－１ 妥当性 

（1）プロジェクト目標及び上位目標と対象国のニーズ 

環境天然資源大臣との面談で、環境政策はこれまでのグリーンイシューのみならずブラウ

ンイシューにも展開をしなければならず、廃棄物管理が重点課題であることを確認した。環

境天然資源省は、全国の処分場の立地及び状況調査を実施しており、多くの処分場で適切な

処分がされておらず、水源地に近いなど問題が多いことが分かっている。環境天然資源省と

しては、全国に200以上あるオープンダンピングを閉鎖し、10の計画区分地域に各1カ所程度

の広域処分場を建設するのが理想と考えている。廃棄物管理の実施主体は地方自治体である

が、中央レベルで一貫した政策の下、全国的な廃棄物管理体制が整備されなければならず、

環境天然資源省の組織能力、政策実行能力を強化する本プロジェクトのニーズは高い。 

現在ドミニカ共和国では国土整備の基本法となる「開発地域区分統一法（Region Unica）」

を準備している。全国的な廃棄物管理体制（広域廃棄物管理）とも大きく関係するので、留

意しなければならない。 

 

（2）プロジェクト目標及び上位目標とカウンターパート機関のニーズ 

現行の「環境天然資源に係る一般法（LEY GENERAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 

RECOURSOS NATURALES）」及び「地方自治法（Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los 

Municipios）」で、地方自治体には自区内の廃棄物管理の責務を有することが明記されている

ものの国の機関である環境天然資源省の廃棄物管理に係る責務についてはあいまいであり廃

棄物管理に係る関係者の権利義務が明確となっていない。 

現在これらの問題を解決するために「廃棄物に係る一般法（LEY GENERAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS）」が国会に上程されている。この法案のなかでは廃棄物管理に係る関係者の権利義

務が明確になっており、環境天然資源省は国の環境管理の責任官庁として、国の廃棄物管理

に係る国家政策のガイドライン、管理基準、目標の設定、国家廃棄物管理計画の責任官庁と

されている。 

このようなことから、現在の法体系上あいまいな部分はあるものの環境天然資源省は廃棄

物管理に係る国のビジョンを実現するための責任官庁であり、その役割は 

・ 国の廃棄物管理に係る国家政策のガイドラインの策定 

・ 管理基準の設定 

・ 管理目標の設定 

・ 国家廃棄物管理計画の策定 

と、これらを運用して廃棄物管理を実現する役割がある。 

法案は上程中であるが、本プロジェクトをつうじて施行細則や実施の具体的な方法につい

て強化したいというカウンターパート機関のニーズに合致している。 
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（3）相手国の開発政策との整合性 

ドミニカ共和国政府では2012～2030年の国家開発戦略6において、「安全な給水と衛生改善」

の項目7中の4番目の項目で「ごみ収集率の拡大と持続可能な最終処分の確保」を挙げている。

また、環境天然資源省では国家開発戦略を受けて策定された、現政権による2012～2016年の

環境天然資源省の戦略計画8のなかで都市廃棄物の総合管理プログラムの開発を挙げているほ

か、最終処分場の適正化、3Rの導入等も挙げている。以上のとおり、廃棄物管理の改善及び

3Rの導入が掲げられており、本プロジェクトは、当国の政策に沿ったものである。 

また本プロジェクトは、大統領レベルの政策目標である4年間（2012～2016年）で観光客1,000

万人の誘致という方針とそのための環境美化にも整合的である。 

 

（4）日本の援助政策・国別事業実施計画との整合性 

対ドミニカ共和国の援助にあたっては、2011年8月に実施した対ドミニカ共和国経済協力政

策協議の結果等を踏まえ、近年のマクロ経済発展を背景とした同国の自立的発展を維持させ

るよう、貧困削減、競争力向上及び環境保全の3分野において、引き続き、効率的・効果的な

実施を図ることとしている。このうち、環境保全分野の都市環境改善においては、日本の地

方自治体の取り組みをモデルとし、人口集中の激しい都市部の廃棄物管理・下水処理など主

要な環境衛生課題に対するドミニカ共和国の取り組みをソフト面、ハード面の双方から支援

していく、としている。わが国の援助政策において本プロジェクトの位置づけは明確であり、

JICAの事業実施計画においても本プロジェクトの活動内容は合致している。 

 

（5）対象国の廃棄物管理能力の向上を図る際に妨げとなる課題と本プロジェクト 

廃棄物管理の実施主体である、地方自治体の統合的廃棄物管理計画の策定能力が欠如して

いるなか、適切な処分場建設が急務である。そして、処分場建設にあたっては、複数の地方

自治体が連合し効率的でかつ適切な広域処分が望ましい。 

しかし、廃棄物管理に関する法や規制があるものの、その具体的な施行方法の検討や実施

がなされていなかった。本プロジェクトでは、環境天然資源省が、地方自治体の廃棄物管理

を監督する機関としてのマネジメントの能力、並びに各地方自治体あるいは地方自治体連合

体が統合的廃棄物管理計画を策定し実施できるように支援する体制・能力を高めることが計

画されている。 

 

（6）他ドナー支援 

現在ドミニカ共和国では、廃棄物管理分野での他ドナー支援はないが、既にGIZの支援によ

って育成されたGIRESOL NETWORKのプロモーターと呼ばれる元研修員の活用が重要である。

プロモーターには、カウンターパートのほか、県支所職員や地方自治体職員が含まれている。 

GIZの支援終了にともなう後継「組織」として結成されたのが、CCN-GIRESOL9である。

                                                        
6 ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2012-2030, MINISTORIO DE ECONOMIA, 

PLANIFICACION Y DESARROLLO 
7 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia 
8 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2012-2016 
9 GIRESOLとは西語で固形廃棄物管理（Gestion Residuo Solidos）を略した造語 
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CCN-GIRESOLは、廃棄物管理における国家調整機関で、プロモーターが所属する環境天然資

源省をはじめ保健省、教育省、環境活動を行う民間企業団体、地方自治体の連盟・連合組織

から成る。各機関が行う廃棄物にかかわる活動に関する情報共有や調整が行われており、本

プロジェクトの協力機関として位置づけている。環境天然資源省が全国展開を行ううえでの

各加盟機関の機能が発揮されることで、本プロジェクトによる援助の効果が高まることが期

待できる。 

なお、GIZがプロモーターへのフォローアップ活動を行う計画があるという情報も得ている

ため、引き続き留意する。 

 

（7）日本の技術（ノウハウ・経験）の優位性 

本プロジェクトは、人的資源の能力強化と組織の機能の発揮に向けた制度の改善を主眼と

しているため、ハード面に関する本邦技術の優位性は、直接的に議論の対象とはならない。

ノウハウ・経験の優位性という観点では、ドミニカ共和国での廃棄物分野で、これまでサン

トドミンゴ特別区での開発調査、技プロ、サンチアゴ市への支援のほか、青年海外協力隊

（JOCV）・シニアボランティアの派遣、課題別研修を多数実施してきた。特に帰国研修員（廃

棄物管理分野以外も含めて）は、現在も環境分野での行政機関職員が多く、日本の技術への

信頼と本機構の実施するプロジェクトに対する理解があり、協力的である。また、これまで

の中南米での廃棄物分野での技術協力の実績から、日本のノウハウ・経験の優位性を生かす

ことが可能である。 

 

４－２ 有効性 

（1）プロジェクト目標及びその指標 

本プロジェクトは環境天然資源省環境管理部のうち廃棄物管理課及び地方自治体環境管理

課の職員をターゲットとし、地方自治体廃棄物管理能力強化のための監督機能・指導力向上

がプロジェクト目標である。指標は体制構築の有無を判断するもので、関連法規制や通達な

ど客観指標が設定されているほか、中間レビューや終了時評価時のアンケート・インタビュ

ー調査も想定しており適切である。 

 

（2）プロジェクト目標を達成するためのアウトプット計画 

本プロジェクトの目標として「統合的廃棄物管理（ISWM）の中央政府と地方自治体の管理

体制」を構築するためには、まず初めに成果1で環境天然資源省内の組織、地方自治体及び協

力機関の役割と責任の明確化、成果2で、地方自治体のためのISWMツール作成をつうじた環

境天然資源省の管理・監督機能向上、成果3でパイロットプロジェクトをつうじた成果2の検

証、成果4で、周辺諸国とも情報交換・共有をし、成果1、2を更に強化するという構成になっ

ており、プロジェクトの有効性は高く、プロジェクトの目標は達成可能であると判断される。 

 

（3）プロジェクトの外部条件及び阻害要因 

本プロジェクトの目標を達成するためには、プロジェクトで技術移転を受けた職員が継続

して勤務することが重要である。本プロジェクトの実施期間は、現政権期間（2012～2016年）

であり、プロジェクト実施中のカウンターパートの異動の可能性は低い。また、「公務員の専
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門キャリアに関する規則」（Compendio de Normas sobre Profesionalizacion de la Function Publica）

があり、一定以上の専門キャリアがある人材は容易に解雇や不当な配置転換がされないこと

になっている。本プロジェクトのカウンターパートは、既に環境管理や廃棄物管理分野での

キャリアをもっているが、より一層専門性を高めて定着率を維持し、組織の強化を図る必要

がある。 

 

４－３ 効率性 

（1）アウトプットの内容 

本プロジェクトの成果は、各種ガイドライン・マニュアル、計画案が作成されることが指

標として設定され、入手手段も適切で明確である。 

 

（2）アウトプットの産出のための活動計画 

本プロジェクトでは、プロジェクト開始後1年間は環境省天然資源省が、県支所、地方自治

体、協力機関の役割と責任を明確にする（成果1）。同時にパイロットプロジェクトサイトの

選定作業を始め、半年後以降は各種計画及びガイドライン・マニュアルの立案を行う（成果2）、

1年目終盤以降にこれらのガイドライン・マニュアル案の検証としてパイロットプロジェクト

が実施され（成果3）、パイロットプロジェクトのプロセスを含めた周辺国との情報共有を経

て（成果4）、ガイドライン・マニュアル案への反映が行われる（成果5）ことによってプロジ

ェクトの最終成果が達成される見込みである。 

 

（3）投入計画 

1）日本側より各種活動に関する技術的なインプットや関係者間調整のノウハウの伝授はコ

ンサルタント専門家が担当し、日本の廃棄物管理行政の経験・知見を有する者を想定して

いる。これら官民の活動に詳しい専門家が相互補完的に活動することによって、技術移転

の効率及び効果が高まることが期待できる。 

 

2）ドミニカ共和国に対してはこれまで廃棄物管理関連のJICA協力の実績があり、リソース

として有効に活用することができる。具体的には、開発調査及び技術協力プロジェクトを

実施したサントドミンゴ特別区（ADN）のカウンターパート、JICA帰国研修員である。JICA

協力への理解もあり、これら既存リソースの活用により、効率的にプロジェクトを実施す

ることができる。 

 

（4）外部条件及び阻害要因 

本プロジェクトの活動は多くの関係機関と連携を図っていく必要があり、関係機関の協力

なくしてプロジェクトの成果を達成することは難しい。現時点で関係機関のコミットメント

は高いと予想されるが、各種計画の立案から実施まであらゆる機会において、関係機関との

情報共有や積極的な参加の促進を促すよう努める必要がある。 

 

（5）投入のタイミング 

若干の事務機器以外に、大型または稀少な機材の投入はないことから、プロジェクト開始
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後に具体的な投入計画を立てることで問題はないと考えられる。各成果に対する活動に応じ

て、日本人専門家が適切に投入される予定である。 

 

４－４ インパクト 

（1）上位目標及び指標 

上位目標は、①ドミニカ共和国の全国の廃棄物管理状況が改善される。②周辺国との統合

的廃棄物管理（ISWM）システムに関する情報交換が促進される。である。上位目標の指標は、

本プロジェクトの支援によって策定される地方自治体のISWM計画が、パイロットプロジェク

トサイト以外でも策定される実績を定量的（策定した地方自治体数）に、また、計画実施の

ひとつである広域処分場の建設数を測ることにしている。周辺国との情報交換については定

性的（活動内容）に測ることとしており、関係機関の年次報告書及び聞き取り調査で指標を

入手することは十分可能である。 

 

（2）因果関係 

これまでドミニカ共和国の都市廃棄物管理は、環境天然資源省による一貫した政策のない

不十分な地方自治体への支援・指導が大きな課題となっていたが、本プロジェクトの支援で

統合的廃棄物管理（ISWM）の中央政府と地方自治体の管理体制が環境天然資源省を通じて構

築されることにより、ドミニカ共和国全土において廃棄物管理状況が改善される可能性があ

る。したがって本プロジェクトの上位目標が達成される見込みは十分に高いと考えられる。 

プロジェクト終了後、各地でISWM計画が策定され実行されていくにつれ、収集改善など廃

棄物管理の効率化やごみ料金徴収率の向上による地方自治体財政の向上が見込まれる。一方

で、ごみの広域処分が進めば、衛生埋立処分場建設や中継基地の建設など、新たな投資ニー

ズが生じる可能性がある。プロジェクト実施段階から、予算獲得の方法や手続き、初期投資

費用獲得のための他のオプションを検討し、初期費用の回収方法も含めマニュアルにしてお

く必要がある。 

 

（3）波及効果 

1）他の廃棄物の適正処理へのインパクト 

本プロジェクトが対象とする廃棄物は、都市固形廃棄物（Municipal Solid Waste）のみで

ある。都市固形廃棄物に特化することで、本来地方自治体が収集すべきでない医療廃棄物

や産業廃棄物に含まれる危険廃棄物を区別することにつながるため、これらの適正な収

集・処理・処分を促すことが期待される。 

 

2）行政全般の計画策定能力へのインパクト 

中央の支援の下、地方自治体がISWM計画の策定能力をつけることで、これを見本として

他の行政サービスや開発計画など廃棄物分野以外の各種計画策定に好影響を与えることが

期待される。また、本プロジェクトは地方自治体における廃棄物管理全体の効率化及びご

み処理料金の徴収率向上にもつながることから、財政状況の改善が見込まれる可能性もあ

る。財政自主権の促進ひいては地方自治の促進へのインパクトが考えられる。一方、中小

自治体においては自治体間連携や広域化に基づく行政サービス改善、効率化の具体的手法
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として、廃棄物管理分野以外に対してもヒントを提供することが期待できる。 

 

４－５ 自立発展性 

（1）政策・制度面 

環境天然資源省は広域処理の長期ビジョンをもっているほか、現在上程中の廃棄物総合法

案の承認が見込まれるなど法の整備を進めており、本プロジェクト終了後も現在の政策が継

続する見込みである。 

新政権（2012年発足）は2030年までの国家開発戦略を法律化し、政権の交代に左右されな

い国の長期計画を打ち出している。国家開発計画及び廃棄物法案の内容から判断して、総合

的な廃棄物管理の取り組みについては今後も継続的な政策支援を受けられる可能性は高い。 

 

（2）組織・財政面 

本プロジェクトのターゲットである環境天然資源省環境管理部は、4つの課から構成される

が、そのうちカウンターパート機関となるのは廃棄物管理課及び地方自治体環境管理課であ

る。組織としては新しいものの役割と責任を分担している。また、環境天然資源省は各県に

支所を数年前に設置しており、地域的な環境管理の中心的組織としての役割を果たしていく

素地は整っている。本プロジェクトにより本省や地方事務所の人材育成能力が更に向上すれ

ば、組織面での自立発展性はあると見込める。 

調査時点では来年度の予算申請の直前であったが、今後本プロジェクトに必要な予算は計

上される予定である。専門家による執務スペース、設備の提供などは既に合意されている。2

年目以降は、必要に応じて予算申請が行われる予定ではあるが、予算の確保についてはプロ

ジェクト活動の一環と位置づけ留意する必要がある。 

プロジェクトは、最小限のインプットで既存の組織体制を活用するため、プロジェクト終

了後も継続する可能性が高いが、プロジェクト終了後も地方自治体への研修は継続すること

が予想されるため、研修費用の予算獲得方法を見いだしていかなければならない。 

 

（3）技術面 

広域処分に際しての当該地域の地方自治体間あるいは関連組織間の調整を、県支所を中心

とする環境天然資源省が調整役を担えるよう、パイロットプロジェクトをつうじて各種マニ

ュアルやガイドラインを作成する。プロジェクトで作成される各種ガイドライン及びマニュ

アルは、プロジェクト終了後も環境天然資源省県支所職員によって、全国の自治体に対する

管理及び指導のツールとして活用される予定である。プロジェクトの成果はプロジェクト終

了後も活用されることが期待できる。 

本プロジェクトでは、環境天然資源省の指導・管理者向けのトレーニングのみならず、研

修を受けた職員が、地方自治体への研修を実施することになっている。すべての地方自治体

への研修は、プロジェクト終了後も継続して行われることになるため、対象国自身での能力

強化に努めることができる。環境天然資源省は、数年前に県支所が設置され、元JICA研修員

やGIRESOL NETWORKのプロモーターもその職員として活動しており、中央と県のコミュニ

ケーション、県支所の機能強化がなされていくことで、組織面での自立発展性はあると見込

める。 
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機材についても、カウンターパートは既に地理情報システム（GIS）用のデータベースを活

用しており、プロジェクトで供与が想定される情報システム用の資機材は同等もしくは小規

模となるため維持管理は可能である。また、地方自治体への研修にあたり車両の導入が望ま

しいが、車両についても、プロジェクト終了後も引き続き研修は実施されるため、維持管理

される。 

関係機関への普及については、プロジェクト開始直後から環境天然資源省と協力機関の間

の役割を明確にすること（成果1）を前提に活動を実施するため、プロジェクト終了後も、こ

れら協力機関の間で常にプロジェクト成果は共有され、CCN-GIRESOLにおいて、加盟組織が

その連携を行う効果を発揮することになっている。 
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第５章 団長所感 
 

標記調査を2013年5月27日から6月12日の期間実施し、本件技術協力プロジェクトについてドミ

ニカ共和国側と合意に達し、6月11日に議事録を署名交換した。以下、調査における所感、及び本

プロジェクト実施上の留意点について述べる。 

 

（1）環境天然資源省を軸とする調整と連携の重要性 

本プロジェクトの目的である、全国のMunicipality（もしくはその連合体）の廃棄物管理の改

善のための環境天然資源省の能力強化は、ドミニカ共和国政府の推進する地方自治体の強化方

針と完全に一致し、極めてタイミングの良いプロジェクトとの評価を各方面から指摘された。 

ただし、環境天然資源省が実際に全国のMunicipality（もしくはその連合体）を指導・支援す

るにあたっては、人材的にも技術的にも不十分であり、関係機関との連携と調整が不可欠とな

る。そのため、本プロジェクトでは「協力機関」（Cooperating Organization/Institute）として、

廃棄物管理に係る国家調整ネットワーク（CCN-GRESOL）傘下の組織とサントドミンゴ特別区

（AND）を重要なリソースと位置づけた。 

このなかには、従来のJICA技術協力（開発調査、技術協力プロジェクト、ボランティア・プ

ログラム、本邦研修など）にて育った多数の人材（専門家や行政官）が組織化されており、本

プロジェクトの効果的で効率的な実行を考えるうえで、これら協力機関と環境天然資源省の連

携が、成功の鍵であるといえる。 

 

（2）広域廃棄物管理 

環境天然資源省の、法的に定められた廃棄物管理実施主体であるMunicipality（もしくはその

連合体）に対する指導・支援の内容は、各自治体が総合的な廃棄物管理計画（ISWM）を自ら

の力で策定し実行できるようにすることであり、そのための指針やマニュアルの作成、研修や

コンサルテーション、そしてモニタリングと行政指導を行うことにある。いわば全国的なISWM

という目的をもった制度と組織の束（システム）を確立することであるが、その際、個別の

Municipality単位を対象とするのみならず、複数のMunicipalityの連合体（Mancomunicipalidad）

による広域廃棄物管理を常に意識する必要がある。ドミニカ共和国においては、多数の

Municipality（あるいはDistrict Municipality）が人口数万人以下の小規模自治体であり、これら

おのおのが単独の廃棄物管理事業を行うのは技術的・財政的効率性において問題があり、かつ

最終処分場（オープンダンプ）の乱立による環境汚染の進行や空間資源の浪費といった負の側

面を招く。このような問題を解決するために複数の自治体が連合して廃棄物管理を行う（日本

の一部事務組合方式の）広域廃棄物管理体制の構築が検討されている。本プロジェクトでは、

広域廃棄物管理の促進のための環境天然資源省の能力強化を最重点課題のひとつとし、環境天

然資源省県支所の活性化、合意形成、制度整備などを進める必要がある。なお、地方行政の広

域化という方向性は、廃棄物管理分野のみならず2030年を目標とした国家開発戦略（END2030）

において広く行政課題として述べられており、全国を11ブロックに分割する開発地域区分など

が検討されているところ、広域廃棄物管理の枠組みも、国家開発戦略と整合性をもったものと

し相乗効果をもつものとする必要があろう。 
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（3）実施の課題 

本プロジェクトでは、「ドミニカ共和国のISWMの中央政府と地方自治体の管理体制が、環境

天然資源省を通じて構築される」ことを目標とする。しかしこのプロジェクト目標は体制やシ

ステムの整備であって、この体制に基づく実際のISWM事業の改善と実行には、別の努力が必

要である。つまり、上位目標というべきこの段階では、それぞれのISWM計画に基づく投資・

インフラ整備が課題となることは論を待たない。このような中長期的な展望の下で、JICA技術

協力がそれだけで終わらず、具体的な開発の推進に同期した、中長期的な借款や民間投資促進

を構想していく必要があろう。 

 

（4）中米・カリブ諸国との協力 

本プロジェクトの特徴は、単にドミニカ共和国の全国的な廃棄物管理を改善するため環境天

然資源省の対処能力強化を図る、という意味を有するだけではない。経済的行政的に力のある

地方自治体では一定の水準を示すものの、全国的にみればナショナル・ミニマムに達しない水

準の廃棄物処理しかなされていないという構図は、ドミニカ共和国のみならず中米・カリブ地

域の多くの開発途上国において同様であるからである。本プロジェクトでは、環境天然資源省

（中央政府）に対する地方自治体（Municipality、Mancomunicipalidad）の指導・支援のシステ

ムづくりを、中米・カリブの周辺諸国と共有し、経験交流や意見交換を行い、ドミニカ共和国

のみならず中米・カリブ地域にも裨益するプロジェクトを構想している。したがい、一種の南

南協力（あるいは三角協力）のコンセプトを有するプロジェクトであり、ここに、従来の当国

におけるJICA技術協力にはなかった新しい挑戦がある。 

 

（5）プロジェクト実施体制 

本プロジェクトの実施体制は環境天然資源省である。カウンターパートは、環境天然資源省

環境管理部や副大臣及び大臣顧問のDomingo Contreras氏を責任者とし元環境管理部長をプロジ

ェクトディレクターとする計10名の職員から成るチームであり、いずれも環境天然資源省にて

Brown Issuesを扱う部局である環境管理部の廃棄物管理課及び地方自治体環境管理課に所属す

る常勤職員である。これらのカウンターパートの士気は高く、プロジェクトデザインの議論に

は全員が参加し、積極的に意見を述べており、本プロジェクト実施に対するオーナーシップは

総じて大変強い。このことは、プロジェクトによる対処能力強化の成果の持続性を考えるうえ

で積極的意味をもつ。しかし、常勤職員の平常業務（必ずしもプロジェクトと関連する業務ば

かりではない）とプロジェクト活動との調整が必要であり、プロジェクト実施時には過度のワ

ーク・ロードがかからぬよう適切なマネジメントが求められる。協力機関が多数に及び、環境

天然資源省の官庁組織の意思決定システムとも密接に関係させる必要があることから、定期的

にプロジェクト合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）を開催し進捗把握、情報

共有、意見交換を行うことが求められる。 

一方JICA専門家チームの投入は、おおむね7分野のシャトル型派遣の短期専門家となるが、

専門家不在時にも継続できるよう留意し、カウンターパートの主体的活動を軸としたプロジェ

クト活動を計画し、助言することが求められる。また不在時の活動を支えるよう、地方指導業

務用の車両の配置も必要であろう。 

 



付 属 資 料 

 

１．面談者リスト 

 

２．議事録 

 

３．署名済みR/D（スペイン語、英語） 

 

４．PDM（和訳） 

 

５．収集資料リスト 

 

６．事前質問票と回答 

 

７．廃棄物に係る一般法の改正プロセス西文資料（MEPyDより入手） 

 









































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	表紙
	目次
	プロジェクトの位置図
	写真
	略語表
	事業事前評価表
	第１章 詳細計画策定調査の概要
	第２章 ドミニカ共和国における廃棄物管理の現状
	第３章 協力計画の概要
	第４章 プロジェクト5項目評価
	第５章 団長所感
	付属資料
	１．面談者リスト
	２．議事録
	３．署名済みR/D（スペイン語、英語）
	４．PDM（和訳）
	５．収集資料リスト
	６．事前質問票と回答
	７．廃棄物に係る一般法の改正プロセス西文資料（MEPyDより入手）




